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はじめに 
 

本区は、「協働・協治」を自治の理念とした「文
ふみ

の京
みやこ

」自治基本条例に基づき、協働を背景とした区民参

画を積極的に推進し、住民自治による新たな洗練と成熟の都市自治体の創造を目指しているところです。 

また、平成２２年６月、従来の基本構想の理念を継承し、文京区が新たな段階に発展していくため、区民、

地域活動団体、ＮＰＯ、事業者等と共に行動する指針となる新たな基本構想を策定しました。この基本構想

の実現に向けて、区では様々な取組により、区民参画の推進を図っております。 

 

この度、協働を背景とした区民参画の更なる推進に資することを目的に、庁内における区民等との協働事

業の状況及び審議会等構成員、公募区民委員、行政委嘱委員・区政協力員等の参画状況の調査を行い、令和

７年度の区民参画の現況をまとめましたので、その結果を報告いたします。 

 

今後も、社会福祉協議会が運営する「フミコム（中間支援施設）」との有機的な連携を図りながら、引き

続き担い手の創出と育成に取り組んでまいります。また、地域活動センターを活用し、町会・自治会等の既

存組織やＮＰＯ、企業等の多様な主体との幅広い連携や協働を推進する中で、様々な地域課題の解決に取り

組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 企画政策部 区民部 
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調査の概要 

 
本調査は、令和 8年 3月 31 日を基準日としています。 

 

１ 協働を背景とした区民参画に関する調査  

 

区民と区が協働している事業の現況（事業の開始時期・事業概要・協働の相手・協働している人数）についてまとめています。 

 

（１）事業開始時期は、平成 28 年度以前と、それ以降は 1年ごとに区分けしてまとめています。 

（２）令和 7年度に実施しない事業でも、隔年実施等により継続している場合は対象としています。 

（３）類似事業が複数ある場合には、「各種大会」のようにまとめて記載している場合もあります。 

（４）ここでいう区民参画とは、区民と区が何らかの形で協働して事業を進めることを言います。 

（５）区民参画の段階としては、「事業を計画する段階」、「事業を実施する段階」、「実施した事業を評価する段階」があります。 

ア 事業を計画する段階 

【例】各種大会の計画等。ただし、計画策定の際に設置する審議会等への区民参画については、「2 審議会等構成員、公募

区民委員、行政委嘱委員・区政協力員等の調査」において取りまとめていますので、ここでは除いています。 

イ 事業を実施する段階 

【例】男女平等センターの運営、各種大会の実施等 

ウ 実施した事業を評価する段階 

【例】協働先の団体との話し合い等、事業の結果や成果等の評価 

（６）協働の相手は、大きく「個人」、「団体・コミュニティ」、「法人・その他」の 3つに分けています。 

ア 個人･･･在住者、在勤者、在学者 

イ 団体・コミュニティ･･･町会・自治会、PTA、NPO 法人・ボランティア団体、法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置 

された委員及びその委員が構成員となる団体等（青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、 

民生・児童委員、保護司等） 

ウ 法人・その他･･･学校法人、その他の公益法人及び非営利法人（社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、 

労働組合、商工組合等）、民間企業、その他 
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 ２ 審議会等構成員・公募区民委員・行政委嘱委員等の調査 

 

(1) 資料２「審議会等構成員調査結果」 

区に設置されている行政委員会（地方自治法第１８０条の５）、附属機関（地方自治法第１３８条の４、第２０２条の３）

及び区長等の私的諮問機関として設置されている審議会等の構成員区分別の人数内訳についてまとめています。 

 

(2) 資料３「公募区民委員調査結果」 

区民等から公募した構成員（「公募区民委員」）のいる審議会等における当該委員の人数、割合、応募資格、募集方法、選

考方法等についてまとめています。 

 

(3) 資料４「行政委嘱委員・区政協力員等調査結果」 

法律、条例、規則、要綱等に基づいて区が委嘱した委員又は指導員、協力員、連絡員その他区政運営に協力・関与をする

区民等（「審議会等構成員調査」の審議会等委員は除きます。）を広く「行政委嘱委員・区政協力員」と捉えて、各課におけ

る所管状況についてまとめています。 
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１ 協働を背景とした区民参画に関する調査 
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１ 協働を背景とした区民参画に関する調査 

 
 

※令和 2年度より、指定管理者の選定及び評価に関わる協働については調査の対象外とした。 

 

 

【解説】 

 

◆令和７年度に協働事業とし

て実施された事業は、138件

である。 

 

◆「文の京」自治基本条例の施

行（平成 17 年 4 月）以降、

新たに協働事業として実施

しているものは、令和７年度

現在 70件である。 
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【解説】 

 

◆協働事業のうち「計画」の段

階で協働している事業の割

合は、あわせて 63%で、全体

の 3分の 2程度の事業が、区

民との協働により計画を立

てている。 

 

◆「実施」の段階で協働してい

る事業の割合は、あわせて

98％に上り、協働事業のほと

んどとなっている。 

 

◆「評価」の段階で協働してい

る事業の割合は、あわせて

51％で、全体の約半数であ

る。 

 

◆「計画・実施・評価」と全て

の段階において協働してい

る事業は、47％である。 
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【解説】 

 

◆「文の京」自治基本条例の施

行時の平成 17 年度と比べ、

協働事業の相手先団体は増

加しており、中でも「在住者」

「公益法人及び非営利法人」

「民間企業」について大きく

増加している。 

 

◆令和 7 年度に区と協働して

いる人数は延べ 15,909 人、

団体数は延べ 2,038 団体で

ある。 

 

 

※ 数字は事業件数を表す。 

複数回答であるため、グラ

フ 1 の年度別事業件数とは

一致しない。 

※ 協働の相手「学校法人」に

ついては、平成 18年度から

回答区分を設けたため、平

成 17年度は、件数の表示が

ない。 



 
※各項目において該当しているものに便宜上、「１」の数字を記載しています。 令和７年度実績  区民課調査
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法
人

そ
の
他
の
公
益
法
人
及
び
非
営
利
法
人

民
間
企
業

団
体
数

人
　
数

1 総務課
男女平等参画事
業

1

文京区女性団体連絡会（文女連）が平成18年度から指
定管理者として、文京区男女平等センターの管理・運
営を行っているが、令和7年度は改修工事による休館及
び指定管理期間外のため、指定事業の代わりとなる事
業を同団体に委託して開催する。

1 1 1 1 1 12

人数は、事業運営に携わる数（常任
委員のみ）
文京区女性団体連絡会（61団体によ
る集合体）

2 総務課
文京オレンジ
デーキャンペー
ン

1

11月25日の「女性に対する暴力撤廃の国際デー」に、
オレンジ色をシンボルカラーに、協力団体による啓発
品の配布やビデオメッセージの放映を通して、暴力の
根絶を呼び掛ける。

1 1 1 1 1 1 1 20 -

区内11大学、（公財）日本バスケッ
トボール協会、（公財）日本サッ
カー協会、(株)東京ドーム、区内警
察4署、文京区女性団体連絡会、UN
Women（国連女性機関）日本事務所

3 総務課
カラーリボン
フェスタ

1
ハラスメント防止等、ジェンダー平等推進と人権に係
るアウェアネスリボンの啓発活動を、協力団体による
展示やトークを通して、広く区民へ周知する。

1 1 1 1 　 12 - 文京区女性団体連絡会外11団体

4 総務課
男女平等参画・
ダイバーシティ
推進啓発事業

1 　 　 　
男女平等参画やダイバーシティ推進をテーマに、区内
団体等と協力し、区民向けのセミナー、ワークショッ
プ、展示会を開催する。

1 1 1 1 1 5 -

・女性しごと応援キャラバン（公財
東京しごと財団）
・思い出のランドセルギフト（公財
ジョイセフ）
・雇用主研修会（ハローワーク飯田
橋）
・難民映画祭パートナーズ上映会
（NPO法人国連UNHCR協会）
・文京SOGIにじいろ映画会（㈱アウ
ト・ジャパン）
・文京SOGIにじいろ講座（㈱アウ
ト・ジャパン）
・ピア・アクティビストの活用によ
るSRHR普及啓発事業（公財ジョイセ
フ）

5 総務課
国際女性デー企
画

1
3月8日の「国際女性デー」を記念し、女性の権利や生
き方、活躍する場を広げていくことについて考えるシ
ンポジウムを開催する。

1 1 1 1 2 -
UN Women（国連女性機関）日本事務
所
文京区女性団体連絡会

6 職員課
文京区インター
ンシップ

1

学生を主な対象として区政実務の体験実習（インター
ンシップ）を実施し、区政への関心を高め、区民志向
の質の高い行政運営体制を確立するとともに、優秀な
人材の確保に努める。

1 1 6 -
６教育機関及び公募で、計９名の学
生を受け入れた。

7
防災危機
管理課

青色防犯パト
ロール

1
町会、募集したボランティア等により、青色防犯パト
ロール隊を結成し、通学時間帯や夜間の巡回を行う。

1 1 1 2 -
文京安全安心パトロール隊、SYM三町
会災害連合会

8
防災危機
管理課

客引き行為等の
防止

1
客引き行為等防止特定地区において、客引き行為の防
止に関する広報及び啓発並びに客引き行為と認められ
る者に対する注意喚起を行う。

1 1 1 1 - 湯島地区環境浄化推進委員会

協働の相手 協働している団
体数・人数

備　　　考
説　　　明

協働段階 個人 団体・コミュニティ 法人 そ
の
他

（

内
容
を
「

備
考
」

欄
に
記
入
）

資料１　区民参画が行われている事業

№ 課名 事業名

事業開始時期
事業の概要及び協働の現況

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 8
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協働の相手 協働している団
体数・人数

備　　　考
説　　　明

協働段階 個人 団体・コミュニティ 法人 そ
の
他

（

内
容
を
「

備
考
」

欄
に
記
入
）

№ 課名 事業名

事業開始時期
事業の概要及び協働の現況

9
防災危機
管理課

総合防災訓練 1

区、区民防災組織、警察、消防等防災関係機関が一体
となり、災害発生を想定して訓練を行うことにより、
防災行動力の向上を図る。平成26年度から、年1回の防
災フェスタと年4回の避難所総合訓練の計5回で実施し
ている。

1 1 1    1 1 1 1 1 1 52 -

【避難所総合訓練】
実施箇所：第八中学校・金富小学
校・林町小学校・本郷台中学校
協働団体：４協議会（16町会）、消
防（小石川・本郷）、警察（本富
士・駒込）文京手話会等（13団体）
【防災フェスタ】
教育の森公園・文京スポーツセン
ターにて関係団体を招待し、防災
フェスタを実施した。
協働団体：消防（小石川・本郷）、
消防団（小石川・本郷）、警察（大
塚・富坂・本富士・駒込）、第１普
通科連隊第２中隊　自衛隊東京地本
台東出張所等（23団体）

10
防災危機
管理課

避難所運営訓練 1
区、区民防災組織、ＰＴＡ、学校職員等が一体とな
り、災害発生時の初動期における避難所の運営訓練を
行う。

1 1 1 1 1  1 1 57 -
団体数は、令和７年度実績（計10協
議会が実施）

11
防災危機
管理課

防災教室 1
町会、学校等の地震体験、煙体験、消火訓練等の自主
的訓練へ協力する。

1 1 1 1 1 1 1 1 - - 令和7年度実績：74回

12
防災危機
管理課

区民防災組織等
の活動助成

1

区民防災組織、ＰＴＡ、文京区青少年健全育成会、中
高層共同住宅等の管理組合等が防災行動力の強化を目
的に自主的な活動を行った場合、活動費の一部を助成
する。

1 1 1 1 1 1 64 -

令和7年度実績
（中高層共同住宅等防災対策費用助
成利用団体数…28団体、区民防災組
織等活動助成利用団体…48団体）

13
防災危機
管理課

消防団消防操法
大会

1
主催は消防団であり、区は、区長賞としてトロフィー
を用意している。また、他の訓練についても、消防署
から情報が来る。

1 1 1 - -
R7.6.15小石川地区、R7.6.8本郷地区
例年協働団体：小石川消防署、本郷
消防署、小石川消防団、本郷消防団

14 区民課
はたちのつどい
を考える会

1
区内在住の新成人を対象に、成人式を開催する。13年
度から、区内新成人を含めた「はたちのつどいを考え
る会」を設置し、成人式の企画等を考える。

1 1 1 1 - 5
人数は、はたちのつどいを考える会
委員

15 区民課
地域広報紙発行
補助

1 広報紙作成事業についての補助金を交付する。 1 1 1 1 39 - 区内町会・自治会

16 区民課
地域振興活動補
助

1
地区町会連合会及び町会・自治会が連合して実施する
地域振興のための活動事業に対して、補助金を交付す
る。

1 1 1 1 9 - 地区町会連合会

17 区民課
不忍通りふれあ
い館自主運営補
助

1
不忍通りふれあい館を自主運営するために、運営事業
に対して地元団体へ補助金を交付する。

1 1 1 1  - 17
人数は、不忍通りふれあい館運営協
議会委員の数

18 区民課
Bーぐる「+ワ
ン!」サービス

1
Bーぐるの乗車券（一日券・普通回数券・時差回数券・
定期券）の提示により、協力店で料金の割引やポイン
トアップ、1品サービス等の特典が受けられる。

1 1 36 -
団体数は、サービスが受けられるお
店の数

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 9
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19 区民課
入園料等の割引
サービス

1
Bーぐるの一日乗車券を提示することで、入園料等の割
引サービスが受けられる。

1 1 1 15 - （株）東京ドーム外14団体

20 区民課 ふれあいサロン 1

地域コミュニティの活性化をコンセプトとして、地域
における区民間の交流（つながり）の醸成、ＮＰＯ・
ボランティア活動等の推進、啓発講座等の講座をＮＰ
Ｏ等と協働して開講する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 -
その他の団体
・医療法人社団龍岡会ほか36団体

21 区民課
地域連携に向け
た意見交換会・
交流会

1

町会・自治会、ＮＰＯ・ボランティア団体、企業及び
大学等、地域で活動する様々な団体等が一堂に会する
場を設け、地域連携についての意見交換会を行うとと
もに、連携促進に向けた交流会を行う。

1 1 1 1 1 1 1 - - 学生団体・任意団体等

22 区民課

大塚地域活動セ
ンターオープン
スペース関連事
業

1

大塚地域活動センター内オープンスペースを活用し
て、地域団体や住民の相互交流の場を提供し、大塚地
区内での相互に顔の見える関係づくりを目的としたイ
ベント、及び事業について検討する運営会議を行う。

1 1 1 1 1 1 1 15 -

団体数は運営会議参加団体数
（大塚地区町会連合会、大塚青少年
健全育成会、中央大学、印刷博物館
等）

23
地域活動
センター

こまじいのうち 1
地域におけるNPOが駒込地区町会連合会と連携して、実
行委員会、運営委員会を組織し、ボランティアを主体
に「こまじいのうち」を運営している。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -
駒込地区町会連合会、文京区社会福
祉協議会及びNPOやボランティア団体
等

24
地域活動
センター

談話室 1
様々な団体の協働による実行委員会の支援により、高
齢者等の居場所「談話室」を運営している。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 -
汐見地区町会連合会、高齢者あんし
ん相談センター、文京区社会福祉協
議会等

25 経済課
消費生活セン
ター企画展

1
消費生活に係る問題について、分かりやすく見やすい
展示により広く発信し、啓発を行う。

1 1 1 1 5 5

文京区消費生活センター登録消費者
団体
新日本婦人の会文京支部外4団体
人数は、団体代表者数

26 経済課 文京博覧会 1
区内産業・商業・伝統工芸団体等の展示、実演、体験
販売を行うことにより、区内産業の製品や技術・活動
を広く紹介する。

1 1 1 11 11

実行委員受託団体数
一般社団法人文京区勤労者共済会外
10団体
人数は、団体代表者数

27 経済課 消費生活推進員 1

区が実施するイベント等の参加者に、悪質商法の手口
を伝えてもらうなど「消費者被害の防止」「消費生活
に関する知識や情報の普及」のため、啓発活動を行
う。

1 1 1 1 - 30 消費生活推進員養成講座修了者

28
アカデ
ミー推進
課

五大まつり 1

文京花の五大まつりについて、後援及びＰＲ経費等の
補助を行い、観光事業の振興を図る。
※さくらまつり・つつじまつり・あじさいまつり・菊
まつり・梅まつりの各実行委員会への後援・補助

1 1 1 1 1 5 171
文京さくらまつり実行委員会外４団
体
人数は、実行委員数

29
アカデ
ミー推進
課

朝顔・ほおずき
市

1
文京朝顔・ほおずき市について、後援及びＰＲ経費等
の補助を行い、観光事業の振興を図る。
※実行委員会への後援・補助

1 1 1 1 1 1 46
文京朝顔・ほおずき市実行委員会
人数は、実行委員数

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 10
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30
アカデ
ミー推進
課

下町まつり 1
根津・千駄木下町まつりについて、後援及びＰＲ経費
等の補助を行い、観光事業の振興を図る。
※実行委員会への後援・補助

1 1 1 1 1 1 76
根津・汐見地区合同事業実行委員会
人数は、実行委員数

31
アカデ
ミー推進
課

文京ふるさと歴
史館友の会文京
まち案内

1

文京区内の案内を希望する団体等に、文化財等の解
説、史跡めぐり等のガイドをボランティアとして行
い、区民及び文京区を訪れた人々の生涯学習活動の推
進に寄与している。

1 1 1    1 1 18
文京ふるさと歴史館友の会
人数は、ガイド等のボランティア数

32
アカデ
ミー推進
課

英語観光ガイド
ツアー

1
外国人に区内の観光名所等を英語で案内する。英語観
光ボランティア育成講座修了者が、ボランティアガイ
ドを務める。

1 1 1 1 1 - 10 人数は、英語観光ガイド登録者数

33
アカデ
ミー推進
課

各種大会の運営 1

区民の伝統芸能活動の発表の場として、各種大会を連
盟・協会に委託している。また、主管できる連盟・協
会がない事業については、区民から実行委員を選任
し、区主管で運営している。

1 1 1 1 7 75
文京区民謡協会 外6団体
人数は役員数

34
アカデ
ミー推進
課

文の京ミュージ
アムネットワー
ク

1
区内の博物館、美術館、庭園等が協働し、文京区の歴
史や文化資産に触れる機会を提供している。

1 1 1 1 1 1 39 5
団体数は加盟数、人数は幹事数（幹
事数：R5～5名）

35
アカデ
ミー推進
課

文京区秋の文化祭 1
区民の華道・茶道・書道・絵画の活動の発表の場とし
て、連盟等の協賛で、文化祭を開催している。

1 1 1 1 3 49

文京区華道茶道連盟（会員20人）
文京区書道連盟（審査員・委員20
人）
文京美術会（審査員数９人）

36
アカデ
ミー推進
課

観光ガイド 1
観光インフォメーション事業の一部として、公募した
ボランティアにより、来訪者に対してまちあるきガイ
ド等を行う。

1 1 - 35

37
アカデ
ミー推進
課

常設展示ボラン
ティアガイド

1

文京ふるさと歴史館では、地域住民等の学習成果を生
かすための活動機会の提供と歴史館運営の活性化のた
め、「常設展示ボランティアガイド」を設置してい
る。「常設展示ボランティアガイド」は、養成講習を
受講した文京ふるさと歴史館友の会会員が、希望した
来館者に常設展示の解説を行っている。

1 1 1    1 1 23
例年協働団体：文京ふるさと歴史館
友の会。人数は、「常設展示ボラン
ティアガイド」登録者数

38
アカデ
ミー推進
課

区民能楽鑑賞会 1

公益社団法人宝生会の協力により、日本の伝統芸能で
ある能楽鑑賞の機会を区民に提供し、能楽の普及と発
展及び区民の文化活動の推進支援と文化情操の向上を
図る。

1 1 1 1 1 - 公益社団法人宝生会

39
アカデ
ミー推進
課

I don't
know(能)…
No(能)
problem! ～み
んなで楽しむ能
プロジェクト～

1

公益社団法人宝生会と連携し、日本の伝統文化である
能の鑑賞及び楽器等の体験の機会を区内の親子を対象
に提供し、伝統文化への理解を深めてもらうことを目
的に事業を実施する。

1 1 1 1 1 - 公益社団法人宝生会

40
アカデ
ミー推進
課

夜能動画配信事
業

1

公益社団法人宝生会の有料動画配信を利用し、区民が
自宅等にいながらも宝生流の能楽を観賞できるように
することで、区の有する貴重な文化資源に触れる機会
を創出する。

1 1 1 1 1 - 公益社団法人宝生会

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 11
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41
アカデ
ミー推進
課

小倉百人一首競
技かるた名人vs
クイーンドリー
ムマッチ

1

かるたを文京区の新たな文化資源と位置づけ、「かる
たの街文京」を区内外に幅広くPRするため、競技かる
た界トップ選手である名人とクイーンによるドリーム
マッチを開催する。

1 1 1 1 1 - 一般社団法人全日本かるた協会

42
アカデ
ミー推進
課

多文化コミュニ
ティプロジェク
ト「にほんご交
流 in ぶんきょ
う」

1

在住在学の外国人との交流・日本語を話す機会を持つ
ことにより、お互いの理解を促進し多文化地域社会を
作っていくことを目指す事業に対し、区が共催してい
る。

1 1 1 1 1 6
人数は、団体の幹事人数
団体名：ぶんきょう多文化ねっと

43
スポーツ
振興課

各種教室（ファ
ミリーハイキン
グ）

1

家族単位や年齢層等に応じて、事業目的に沿ったメ
ニューを提供することにより、スポーツの振興と発展
を図る。事業内容の企画・運営をスポーツ推進委員が
行っている。

1 1 1 1 1 27 スポーツ推進委員会

44
スポーツ
振興課

地域派遣事業 1

文京区スポーツ推進委員・スポーツリーダー地域派遣
要綱に基づき、地域におけるスポーツ愛好者のグルー
プや社会体育の振興を目的とする団体から、スポーツ
技術指導者の派遣申請があったときに、スポーツ推進
委員又はスポーツリーダーを派遣している。

1 1 1 1 - 45
スポーツ推進委員(27人)及びスポー
ツリーダー(18人)の人数

45
スポーツ
振興課

ニュースポーツ
等事業委託

1
ニュースポーツの技術を習得し、区民への紹介と普及
を行うことを目的に、ニュースポーツ事業を行ってい
る。

1 1 1 1 1 27 スポーツ推進委員会

46
スポーツ
振興課

区民大会等事業
委託

1
各種区民大会の実施運営及び都民スポーツ大会、都民
生涯スポーツ大会への選手派遣や、スポーツ少年団の
運営を行っている。

1 1 1 1 31 70

文京区スポーツ協会（団体数は体育
協会加盟団体数で、文京区テニス協
会外30団体。人数は、スポーツ協会
の役員数）

47
スポーツ
振興課

スポーツ交流ひ
ろば

1
事業実施校18校のうち７校については、運営委員会に
よる自主運営である。

1 1 1 1 7 94
団体数は、運営委員会数（金富小学
校スポーツ開放運営委員会外6団体、
人数は、管理指導員数）

48
スポーツ
振興課

少年軟式野球大
会

1
少年軟式野球の普及及び児童の体力向上とスポーツへ
の関心を高めることを目的として、少年軟式野球大会
を実施する。

1 1 1 1 1 27
文京区少年軟式野球連盟、人数は役
員数

49
スポーツ
振興課

少年サッカー大
会

1

サッカーを通して心身を鍛え、子どもたちの健全育成
を図るとともに、少年サッカーの競技力の向上及び少
年サッカーチーム相互の交流を目的に少年サッカー大
会を開催している。

1 1 1 1 1 2 5

協働団体：文京区少年サッカー連
盟、TOKYO UNITED FC、人数は文京区
少年サッカー連盟の役員数及びTOKYO
UNITED FC代表の人数

50
スポーツ
振興課

小中学生スポー
ツ教室

1

次代を担う子どもたちを健全に育成し、生涯学習、ス
ポーツをより一層振興することを目的に、「小中学生
スポーツ教室」をスポーツ団体に委託し、開催してい
る。

1 1 1 1 1 -
協働団体：文京区ローラースポーツ
連盟

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 12
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51
スポーツ
振興課

スポーツ団体等
協働事業

1
(公財)日本サッカー協会、（株）読売巨人軍、トヨタ
アルバルク東京（株）、トヨタ自動車（株）等、区内
外のスポーツ関係団体と協働し、事業を行う。

1 1 1 1 1 1 13 -

（株）読売巨人軍、（公財）日本
サッカー協会、（一社）ＣＬＵＢ
ＬＢ＆ＢＲＢ、トヨタアルバルク東
京（株）、文化シヤッター（株）、
トヨタ自動車（株）、ヨネックス
（株）、（株）東京ドーム、東京
ヴェルディ、日本パラバドミントン
連盟、国連ＵＮＨＣＲ協会、全日本
柔道連盟、（公財）日本バスケット
ボール協会

52
スポーツ
振興課

パブリック
ビューイング関
連事業

1
ラグビー等の国際大会等について、パブリックビュー
イングを行う。

1 1 1 - -

53
スポーツ
振興課

みんなのスポー
ツひろば

1
知的障害を持つ青年を対象に、各種スポーツ・レクリ
エーションの講座を開設し、スポーツを楽しむ環境を
提供する。

1 1 1 1 1 - 協働団体：東京ヴェルディ

54
スポーツ
振興課

ぶんきょう
ウォーキング教
室

1
子どもから高齢者までの幅広い年齢層の区民が、ス
ポーツの楽しさを知り自らの健康の維持・増進を図る
きっかけを作るため、ウォーキング事業を実施する。

1 1 1 1 27 スポーツ推進委員会

55
スポーツ
振興課

文京スポーツボ
ランティア

1
区や地域等のスポーツ・レクリエーションの振興を推
進するため、「支えるスポーツ」として、スポーツイ
ベント等を支援する。

1 1 1 1 - 75 人数は、登録者数

56
福祉政策
課

文京区社会を明
るくする運動

1

罪を犯した人の更生と青少年の非行防止を目指し、保
護司会・ＰＴＡ・青少年健全育成会等関係30団体で推
進委員会を結成し、広報啓発活動、社会を明るくする
大会を行う。

1 1 1    1 1 1 30 247
団体数は社会を明るくする運動推進
委員会構成団体数。人数は事業に関
わった人の概数

57
高齢福祉
課

高齢者いきがい
づくり世代間交
流事業「いきい
きシニアの集
い」

1

高齢者の生きがい向上と健康推進のため、２日間にわ
たり開催している。運営は、文京区高齢者クラブ連合
会へ事業委託し、高齢者や学生の作品展示をしてい
る。

1 1 1  1 1 2 74

団体は、高齢者クラブ連合会、都立
工芸高校。
人数は、文京区高齢者連合会の役
員・事業部員等74人

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 13
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58
高齢福祉
課

文京区ハートフ
ルネットワーク
事業

1
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよ
う、地域包括支援センターと関係協力機関とが相互に
連携し、見守り等の体制を確保する。

1 1 1 1 1 1 1 498 195

.話し合い員

.高齢者クラブ連合会

.介護相談協力薬局・薬店

.新聞販売店

.配食サービス事業者

.生活協働組合

.牛乳販売店

.東京電力、東京ガス

.社会福祉協議会

.警察・消防

.文京区浴場組合

.医師会・歯科医師会

.商店街

.日本郵便株式会社

.東京都茶協同組合文京支部

.東京都電機商業組合文京支部

.マッサージ室

.水道局

.金融機関

.東京和生菓子商工業協同組合
・コンビニエンスストア
・接骨院・整骨院

59
高齢福祉
課

総合福祉セン
ター祭り

1

センターを利用される障がい者、高齢者、子どもた
ち、福祉センター江戸川橋の利用団体、地域住民の
方々をつなぐ地域交流を目的とし、11月第１土日の２
日間にわたって開催している。
なお、平成２７年度の文京総合福祉センター開設に伴
い、指定管理者による管理運営を開始し、本祭りにつ
いても旧福祉センターから引継ぎ、指定管理者の指定
事業として開催している。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 131
団体数はセンター祭りの参加団体の
数、人数は参加ボランティアの数

60
高齢福祉
課

「うちに帰ろ
う」模擬訓練
（行方不明対応
模擬訓練）

1

認知症の症状による行方不明が発生したことを想定
し、発生から保護までの流れを地域の中で体験する訓
練である。訓練当日は、東京都認知症介護指導者によ
る認知症の基礎知識講座及び区内警察署の職員による
行方不明事案への対応に係るアドバイス講座を実施し
た後、地域で声掛け訓練を行う。

1 1 1 1 1 5 37
協働団体：古川松ヶ枝町会・関口一
丁目南部会・関水町会・大塚警察・
エーザイ㈱

61
高齢福祉
課

ただいま！支援
SOSメール

1

認知症の症状による行方不明が発生した際に、その方
の情報（特徴など）を協力者に一斉にメール配信し、
迅速な発見・保護につなげることを目的とした事業。
区内事業者や区民等に向け、協力者としての登録を呼
び掛けている。

1 1 1 1 1 1 1 1 177 1,006
人数は、本事業に参加している団体
（区内事業者等）を含む。

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 14
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62
高齢福祉
課

チームオレンジ
活動

1
認知症の初期段階の本人や家族の心理面・生活面の支
援を、認知症サポーターが中心になって行う仕組みで
ある「チームオレンジ」活動の整備を行っている。

1 1 1 1 1 1 - 22
人数は、「認知症サポーター勉強
会・交流会」の参加者

63
高齢福祉
課

セカンドステー
ジサポートゼミ

1

区が発行する情報誌「セカンドステージ・サポート・
ナビ」に関して、ミドル・シニア層の区民の方々が、
デザインやカメラ撮影などに関する講座を受講後、イ
ンタビューページの作成などその編集の一部に携わ
る。令和４年度より指定管理者の指定事業として実施
している。

1 1 - 11
ミドル・シニア層の区民11人が編集
に参加

64
高齢福祉
課

文の京フレイル
予防プロジェク
ト

1

「栄養（食・口腔機能）」「運動」「社会参加」の３
つの柱に着目した「フレイル予防」のための取組を行
うことで、健康寿命の延伸を図ることを目的とした事
業。区民のフレイルサポーターが、「フレイルチェッ
ク」の運営や、フレイル予防の普及啓発などに携わ
る。

1 1 1 1 - 64 フレイルサポーター登録者数

65
高齢福祉
課

文の京介護予防
体操（地域会場
の運営）

1
元気な高齢者から、健康に不安を抱えている高齢者ま
でが、地域会場で気軽に体操を行うことにより、閉じ
こもりや要支援・要介護状態になることを予防する。

1 1 - 75
文の京介護予防体操推進リーダー登
録者数

66
高齢福祉
課

転倒骨折予防教
室

1
要介護認定を受けていない高齢者に対し、専門職が筋
力とバランス能力を向上させる体操を指導し、転倒骨
折や寝たきり状態になることを予防する。

1 1 - 35
転倒骨折予防体操ボランティア指導
員登録者数

67
高齢福祉
課

介護予防展 1
広く区民に対して、各種介護予防教室及び文の京介護
予防体操の展示や体験などを行うことにより、介護予
防の重要性について周知啓発を図る。

1 1 1 1 1 3 46

介護予防展従事ボランティア
文京区シルバー人材センター
東京科学大学病院（学校法人）
株式会社ヤマシタ（民間企業）

68
障害福祉
課

心身障害者
（児）通所施設
合同運動会

1

区内心身障害者（児）通所施設の利用者・保護者の交
流を目的として開催している。各施設の職員から構成
する実行委員会が中心となり企画・運営を行ってい
る。

1 1 1 1 1 13 118

【R7年度実績】区以外の施設職員118
人、
文京区心身障害者・児通所施設合同
運動会実行委員会（主催）、文京区
社会福祉協議会、東京文京ライオン
ズクラブ

69
障害福祉
課

一歩いっぽ祭り 1

地域との交流を目的として保護者会が実施するお祭り
の当日の運営等に区職員が参加している。
大塚福祉作業所及び小石川福祉作業所で、それぞれ開
催される。

1 1 1 1 - -

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 15
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70
障害福祉
課

ほんわかまつり 1
地域との交流を目的として保護者会が実施するお祭り
の当日の運営等に区職員が参加している。

1 1 1 1 1 - -

71
障害福祉
課

心身障害者
（児）通所施設
合同ボウリング
の集い

1

㈱東京ドームから会場や用具の無償提供等の協力を受
け、文京区社会福祉協議会を主体とし、区と区内心身
障害者（児）通所施設からなる実行委員会形式で実施
している。区は、運営補助等を行う。

1 1 1 1 1 5 8

【R7年度実績】文京区心身障害者・
児合同ボウリングの集い実行委員会
主催（障害者施設職員5人）、東京
ドーム職員2人、社協職員1人

72
障害福祉
課

障害者インター
ンシップ事業

1

障害者施設通所者等を対象に、庁舎内業務を体験する
ことにより、障害者自身の就労意欲の喚起に努めると
ともに、障害者就労の普及啓発及び職員の障害者理解
を促進する。

1 1 9 74
【R7年度実績】22回実施
延べ人数：障害者52人、支援員22人

73
障害福祉
課

文の京ハートフ
ル工房（文京区
障害者施設商品
販売会）

1

シビックセンター地下2階区民ひろば等において、障害
者施設商品を施設通所者自らが販売員となって販売す
る機会として、毎月１回開催し、年に数回ランチタイ
ムイベントを上演する。就労支援及び、障害者や地域
住民、協働団体（区内の団体・学校・企業等）との交
流の場となっている。

1 1 1 10 - R7に区民ひろば定例販売会
参加団体：10法人11ブース

74
障害福祉
課

文の京ハートフ
ル工房コラボイ
ベント

1

ハートフル工房において区内団体・企業・学校法人
が、ランチタイムイベントに出演することで、活性化
するとともに、地域連携の機会となっている。

1 1 1 1 1 1 2 -

ランチタイムイベントをR7は2回実施
10月に読売理工医療福祉専門学校
サークルによるよさこい踊り
12月に尚美ミュージックカレッジ専
門学校の電子オルガン演奏

75
障害福祉
課

文の京ハートフ
ル工房外部出店

1
ハートフル工房の施設が、庁外のイベント（地域連携
イベント、大学学園祭等）に外部出店し、施設商品販
売及び、地域交流する機会となっている。

1 1 1 1 1 5 -
文の京ハートフル工房 in TEISEI
（貞静学園短期大学学園祭）
開催日:12/13(土)、12/14(日)

76
障害福祉
課

障害者余暇支援
事業「たまり
場」

1
障害者の就労継続者、地域の一般参加者を対象に、月
に1回、食事会を通して交流を図る。

1 1 1 1 - -

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 16
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77
生活福祉
課

文京区ひきこも
り等自立支援事
業～STEP～講演
会・茶話会

1
ひきこもり当事者の家族や、関心のある方々等を対象
に講演会や茶話会（家族会）を開催している。

1 1 1 1 1 -
公益社団法人青少年健康センター
「茗荷谷クラブ」

78
介護保険
課

アクティブ介護
文京2024

1

区内の特別養護老人ホームの施設長・高齢者在宅サー
ビスセンター長等が中心となる実行委員会及び区等が
共催し、介護サービス事業者の人材確保・育成及び介
護のイメージアップを目的とした出張講座やイベント
を実施する。

1 1 1 1 1 28
アクティブ介護実行委員会：26事業
者、28人で構成
イベント来場者：1/16(金）　340人

79
こども若
者支援課

子育てフェス
ティバル

1

全ての子育て世帯が安心して子育てを楽しめるよう
に、区内で行われている子育て支援サービス等につい
て、関係機関が一堂に会して広く区民に周知すること
で、子育てに役立つ情報を得る機会とする。

1 1 1 1 128 -
区内私立認可保育所、認証保育所、
私立幼稚園

80
こども若
者支援課

子育て支援員研
修

1

区及び文社協が実施する子育てサポーター認定研修に
おいて、区が実施する子育て支援員基本研修カリキュ
ラムの研修講師の派遣、大学施設の利用並びに研修内
容及び研修に必要な教材の作成を行う。

1 1 1 1 10 学校法人貞静学園貞静学園短期大学

81
こども若
者支援課

地域団体による
地域子育て支援
拠点助成事業

1

地域団体が地域の子育て支援の充実を図るため、乳幼
児及びその保護者が相互の交流を行い、子育てについ
ての相談、情報の提供、助言その他の援助等を実施す
る「地域子育て支援拠点」を運営するに当たり、開設
及び運営経費の補助を行い、支援する。

1 1 1 1 1 4 40

特定非営利活動法人居場所コム
一般社団法人まちの広場
さきちゃんち運営委員会
特定非営利活動法人オアシス

82
こども若
者支援課

子ども宅食プロ
ジェクト

1

子どものいる生活困窮世帯に対し、企業等から寄附を
受けた食品等を家庭に配送するとともに、その際にリ
スクなどを見付けた場合には、区に報告し必要な支援
につなげていく。この取組は、自治体がＮＰＯ等と協
働し実施している。
なお、財源については、ふるさと納税を活用し、社会
貢献としてこの施策に共感し、賛同を得た個人、企業
からの寄附を原資とする。

1 1 1 7 -
認定NPO法人フローレンス含む6団体
と文京区がコンソーシアム（共同
体）を形成して実施

83
こども若
者支援課

子ども１１０番 1

青少年に対する犯罪の未然防止と、より安全な環境づ
くりを推進するため、協力者宅等に子ども110番ステッ
カーを掲示する。また、小学校PTAの協力によりステッ
カーの貼付状況を確認する。

1 1 20 141
例年協働団体、人数：団体数は、調
査活動に協力してくれた区立小学校
ＰＴＡの数。人数は、調査協力者数

84
こども若
者支援課

青少年の社会体
験・地域参画推
進事業

1
社会体験の機会の提供及び地域事業への参画の推進を
目的とした、青少年の健全育成を図る活動を支援する
ため、青少年健全育成会に事業補助金を交付する。

1 1 1 1 9 754 青少年健全育成会委員数

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 17
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85
こども若
者支援課

家族のふれあい
促進事業

1
家族のふれあいを促進し、青少年の健全育成を図る青
少年健全育成会の事業に補助を行う。

1 1 1 1 9 754 青少年健全育成会委員数

86
こども若
者支援課

青少年の社会参
加

1

文京区における青少年の社会参加を推進する事業や青
年育成事業に要する経費の一部を補助することによ
り、青少年の自立の促進や、地域社会において自主的
に活動できる青年の育成を図る。

1 1 1 1 2 44
青少年委員会14人・文京区南会津町
交流雪遊び実行委員会30人
（人数は、役員計）

87
生活衛生
課

動物との共生社
会支援事業

1
動物愛護週間に行われる区主催の「動物愛護週間イベ
ント」の際、動物愛護普及啓発のため、写真展示等を
行う。

1 1 1 20
動物の愛護を目的とするＮＰＯ法人
「文京動物愛護協会」
人数は協力者

88
生活衛生
課

飼い主のいない
猫の去勢・不妊
手術

1
飼い主の不明な猫の繁殖を抑制し、「のら猫」の増加
を防ぐことにより、区民の生活環境を保持し、動物愛
護思想の普及を図る。

1 1 - 32
獣医師10
犬猫の正しい飼い方普及員22

89
生活衛生
課

麻薬・覚せい剤
禍撲滅キャン
ペーン賛助活動

1
麻薬・覚せい剤等薬物乱用を防止するための啓発活動
に対する賛助事業

1 1 1 1 1 1 1 1 22 31
団体会員数／人数は、東京都薬物乱
用防止推進文京区地区協議会理事数

90
生活衛生
課

食品衛生協会事
業補助

1 食中毒予防対策事業に対する事業補助 1 1 1 1 30 285

所属団体数／人数は、(一社)東京都
食品衛生協会の下部組織である文京
食品衛生協会に所属する団体数及び
文京食品衛生協会の会員数（会費口
数）

91
生活衛生
課

環境衛生協会事
業補助

1
環境衛生の向上を自主的に実施する体制づくり事業と
事業推進のために補助金による補助

1 1 1 1 6 10
人数は、環境衛生協会の理事以上の
役員数

92
健康推進
課

ハッピーベジタ
ブル大作戦

1

区民が野菜をより多く摂ることによって、食の面から
健康になれるよう、区民ボランティア（野菜大使・
クッキング応援隊）と協働し、野菜摂取につながる
様々な取組をハッピーベジタブル大作戦として実施す
る。

1 1 1 1 1 1 2 18 118

協働団体数/イベント参加団体（拓殖
大学工学部デザイン学科等）及び区
民ボランティア（野菜大使・クッキ
ング応援隊）ハピベジ加盟店登録の
数

93
予防対策
課

レッドリボン展 1
広く区民に対してHIV感染とエイズについての正しい知
識と理解の普及啓発を図る。

1 1 1   1 1 1 3 -

協力：オカモト(株)、その他：
IFMSA-Japan SCORA
【同時開催】レッドリボンコンサー
ト：尚美ミュージックカレッジ専門
学校（協力）

94
予防対策
課

知っておきたい
感染症予防豆知
識

1

感染症蔓延防止対策について、国際的な政策目標であ
る持続可能な開発目標に取り組むことを目的に区と事
業連携の協定を結んだアース製薬株式会社とともに、
国内における感染症対策の予防啓発を目的とする。

1 1 1 1 1 -

アース製薬株式会社（共催）
外務省、厚生労働省（後援）
年２回開催、うち１回はレッドリボ
ン展と同時開催

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 18
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95
地域整備
課

市街地再開発事
業

1

防災性の向上及び区の都市計画上の要請を実現するた
め、地区の権利者の意向を反映させた市街地再開発事
業を通じて、耐火建築物の建築と公共施設等の整備を
行う。 【協働している団体名】春日・後楽園駅前地区
市街地再開発組合、後楽二丁目南地区市街地再開発準
備組合

1 1  1   1 2 20
春日・後楽園駅前地区市街地再開発
組合外1団体

96
地域整備
課

まちづくりの推
進

1
安全・安心なまちづくりを目指すため、地域に応じた
まちづくりルール、地区計画の導入などを検討する。

1  1   1 1 5 69
湯島三丁目地区まちづくり協議会外4
団体

97 道路課
文の京ロード・
サポート

1
地域住民等と区が、道路の美化清掃や将来の改修計画
について協働で取り組み、区民が愛着を持てる道路づ
くりを推進する。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 702
協定を結んでいる20団体に加盟して
いる人数

98
みどり公
園課

公園ガーデナー 1
区立公園内等の花壇づくりを、区民及び区立小学校
（２校）生徒と協働で行う。

1 1 1 1 1 1 2 51
区立小学校２校（湯島小学校、関口
台町小学校）

99
みどり公
園課

公園等の区民管
理

1
従来、業者に委託していた区立公園等の清掃や除草な
どの管理を地域住民の参画で行い、公園等を良好な状
態で維持する。

 1  1 1 35 403
協働している人数は曙町会公園管理
外34団体の関係者(延べ人数）

100
みどり公
園課

自主管理花壇 1
花壇づくりに意欲的なボランティアグループに区立公
園内等の植栽可能地を提供し、公園を美化する。

1 1 1 1 1 1 13 82

101
みどり公
園課

緑化事業サポー
ト

1
区民等と協働し、緑化啓発事業である巨大スタンプラ
リーを実施する。

1 1 1 1 1 1 1 14

102
みどり公
園課

草花育成事業 1
種や苗から花が咲いた状態まで育成し、区立施設（区
立小学校１校）で植栽する草花の一部を賄う。

1 1 1 1 - 区立小学校（関口台町小学校）

103
環境政策
課

親子環境教室 1
環境問題への関心を高めることを目的とし、工作や実
験等を行いながら学ぶ体験型環境教室を小学生親子を
対象に開催する。

1 1 1 4 22

気象キャスターネットワーク
環境教育振興協会
環境ネットワーク・文京
環境ビジネスエージェンシー

104
環境政策
課

歩行喫煙等禁止
啓発事業

1

公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例に基づ
き、喫煙マナーの向上及び地域美化活動の促進のた
め、シルバー人材センターへ委託し、また、地元の町
会、区民ボランティア及び大学関係者の協力を受けて
啓発活動を実施している。

1 1 1 1 1 1 1 19 194
文京区シルバー人材センター
後楽町会、順天堂大学、外16団体

105
環境政策
課

環境ライフ講座 1

区民が、身近な生活からの視点を取り 入れた環境保全
に関する知識を習得し、環境イベントにおける啓発活
動に参加することにより、地域の環境保全意識啓発活
動等のサポーターとして実践力を身に付けるための講
座を開催する。

1 1 1 1 5 環境教育振興協会

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 19
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106
リサイク
ル清掃課

エコ・リサイク
ルフェア

1

資源循環型社会の構築を目指し、ごみ減量・リサイク
ル意識啓発を目的に実施している。計画段階より実行
委員会形式で各リサイクル・環境団体の発表、フリー
マーケット等を企画し、行っている。

1 1 1 1 1 1 1 15 15
ステージ・エコ実行委員会外14団体
人数は、実行委員代表者数

107
リサイク
ル清掃課

生ごみ減量講座 1
家庭内及び地域内での生ごみの堆肥化やリサイクルへ
の理解を深めるために生ごみ減量塾を開催している。

1 1 1 1 3
緑のごみ銀行
人数は、講師・講師補佐数

108
リサイク
ル清掃課

ステージ・エコ 1
地球環境に配慮した資源循環型社会の構築を目指し、
各種資源回収やフードドライブ（未利用食品の回
収）、環境関連パネル展示等を実施している。

1 1 1 1 1 16
ステージ・エコ実行委員会
人数は、実行委員数（平成20年6月1
日設立）

109
リサイク
ル清掃課

エコ先生の特別
授業

1
リサイクル、環境保全に関する各分野の有識者が、申
請者の元へ出張し、身近なエコや３Rに関する講座を実
施している。

1 1 1  1 1 1 8 8
人数は「エコ先生の特別授業」講座
一覧中の個人・団体登録者数

110
リサイク
ル清掃課

リサイクル推進
協力店

1

環境に負荷の少ない社会の形成に向け、区民・事業
者・行政が一体となり、ごみの発生抑制と資源の有効
活用がなされるよう、ごみの減量化,リサイクルの推進
及び食品ロスの削減に積極的に取り組む事業者を募集
し、リサイクル推進協力店として認定している。

1 1 1 1  1 1 41 - 協力店登録店舗数（小売店、法人）

111
リサイク
ル清掃課

ぶんきょう食べ
きり協力店

1

食品ロス削減のため、食べ残し対策に取り組む区内店
舗を「食べきり協力店」として登録することで、その
取組を周知するとともに利用者への食べ残し削減の啓
発・推進を図る。

1 1 1 1 1 1 92 -
協力店登録店舗数（小売店、法人）
その他（文京区役所職員互助会食
堂、区内大学食堂）

112
文京清掃
事務所

播磨坂清掃事業
所運営事業

1
播磨坂清掃事業所の運営及び附帯施設の使用等に関す
る近隣住民と区との協議の場として、播磨坂事業所運
営協議会を設置して、事業所を運営していく。

1 1 1 1 1 1 7 10

18年度からリサイクル清掃課から文
京清掃事務所に移管された。
人数は委員数、団体数は附帯設備利
用の区組織を含む。

113
教育総務
課

家庭教育講座 1
家庭における教育に関する学習の機会提供及び充実を
図るため、区立小・中学校及び幼稚園のPTAの協力を得
て、家庭教育に関する講座を実施している。

1 1 1 1  3 4
幼稚園PTA連合会、小学校PTA連合
会、中学校PTA連合会

114
教育総務
課

ＰＴＡ育成 1

PTA育成を目的とし、ＰＴＡの学習の機会、PTA相互の
交流の場として、区立小・中学校及び幼稚園PTAの協力
を得て、講演会、広報研修会を開催する。また、PTA連
合会事業を共催し、又は支援している。

1 1 1 1 40 202
人数は、区立小・中学校及び幼稚園
ＰＴＡの会長・副会長の数

115
教育総務
課

文京区スクール
ガード

1
PTAや町会など地域のボランティアの方々が子どもの安
全を見守るスクールガード活動を、区立小学校ごとに
組織して実施している。

1 1 1 1 1 1 20 3,222
区立小学校を単位として組織してい
る。

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 20
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116
教育総務
課

地域学校協働本
部事業

1

地域教育力の活性化を図り、子どもたちの「生きる
力」「確かな学力」を育むため、学校の求めに応じて
地域が学校教育を支援する体制整備を推進している。
28年度から文部科学省の「地域未来塾事業」により、
放課後の学習支援事業を開始した。

1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 4,696

地域学校協働本部設置校：区立小学
校全20校・区立中学校全10校
放課後学習支援事業実施：柳町、
指ヶ谷、関口台町、小日向台町、大
塚、誠之、第一、第三、第六、第
八、第九、第十、文林、茗台、本郷
台、学びの広場

117
教育総務
課

青少年委員活動 1

学校支援を中心に、学校・家庭・地域・行政のパイプ
役として、また、地域の青少年育成のトータルコー
ディネーターとして活動している。教育委員会の各種
委託事業の請負、各種行政主催関係事業等への協力を
行っている。

1 1 1 1   1 1 30 30小・中学校　各1人

118
教育指導
課

学校週五日制に
伴う施設開放

1
区立特別支援学級に通う生徒を対象に、土曜日に区内
の学校施設等を開放し、レクリエーションやスポーツ
を行う。

1 1    1 - 3 人数は、指導員数

119
教育指導
課

バリアフリー
パートナーの運
営

1

特別支援学級に在籍する児童・生徒又は通常学級に在
籍するＬＤ・ＡＤＨＤ等の児童・生徒に対する介助や
支援を学生やボランティアとの協働で行い、障害のあ
る児童・生徒一人一人が個々のニーズに応じて適切な
教育が受けられる体制を整える。

1 1 1 1 1 - 78 学生・区内在住者等のボランティア

120
教育指導
課

教科書採択 1
文京区立学校の教科用図書の採択を、関連法令、通知
等に基づき、公正かつ適正に行う。採択に当たって、
教科用図書審議会を組織する。

1 1 1 2 -
採択年度に実施。
Ｒ6実施

121
教育指導
課

大学との連携に
よる学習指導補
助員配置事業

1
学生ボランティアを学習指導補助員として区立小・中
学校へ派遣する。

1 1 30 93
中央大学・順天堂大学・東洋大学・
東京学芸大・東京大学等

122
教育指導
課

学生による授業
のインターン
シップ

1 学生が、区立幼稚園・中学校で指導の補助をする。 1 1 1 2 お茶の水女子大学

123
教育指導
課

理科推進事業 1
区立中学生に対して、講義及び演示、実験等を行い、
科学に対する興味・関心を高める。

1 1 1 1 お茶の水女子大学

124
教育指導
課

往還型教育実習 1
教育学科の学生が、区立小学校において通年（1年生秋
から4年生まで）実習を行う。

1 1 1 20 東洋大学

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 21
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125
教育指導
課

文京区立中学校
部活動地域連
携・地域移行に
係る検討会議

1
文京区の中学校部活動の地域連携・地域移行のあり方
等を総合的に検討する。

1 1 1 2 2
文京区立中学校PTA連合会・文京区立
小学校PTA連合会

126 児童課 こどもひろば 1
土･日曜日等の学校休業日に、区立小学校の校庭を児童
の遊び場として開放している。事業実施校20校のうち5
校については、運営委員会による自主運営である。

1 1 1 1 1 1 5 125
団体数は、自主運営委員会数（指ヶ
谷校庭開放けやきの会外4団体）

127 児童課 パネルシアター 1
日本女子大学の学生が、目白台第二児童館の幼児親子
を対象にパネルシアターを実施する。

1 1 1 44

日本女子大学のパネルシアターは実
施、講師1人･学生10人。年４回実
施。
協働団体、人数：日本女子大学（目
白台第二児童館）

128 児童課
放課後全児童向
け事業

1

区立小学校における放課後及び休業日に小学校の施設
の一部を利用し、大人の見守りの下、児童が遊びや自
主学習等を自由に行うことのできる活動の場を提供し
ている。各小学校に運営委員会を設置し、事業委託先
の評価・選定を実施するとともに、運営に関する意見
具申を行っている。

1 1 1 1 1 1 1 20 111
各校運営委員会構成メンバー：
学校関係者・PTA関係者・地域関係者

129 児童課
幼児親子対象事
業

1
東京家政大学の学生が、千石児童館の幼児親子を対象
にうた、おどり等を実施する。

1 1 1 12 東京家政大学

130
教育セン
ター

健康・体力増進
事業

1

幼稚園では日本女子大学と連携し、「幼児の運動意欲
や体力の向上のための支援事業」及び幼児と小学校低
学年を対象としたイベントを実施する。小学校では、
順天堂大学と連携し、小中学校で実施している都の体
力調査を基に各校が作成した「体力向上推進プラン」
への助言、生活習慣改善のための保護者対象の健康教
室と体力向上の増進を図るための体力アップ啓発コラ
ムの作成を実施する。さらに、都立駒込病院及び順天
堂大学と連携し、小・中学校でのがん教育を実施す
る。

1 1 1 3 -
日本女子大学、順天堂大学、都立駒
込病院

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 22



※各項目において該当しているものに便宜上、「１」の数字を記載しています。 令和７年度実績  区民課調査
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「
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№ 課名 事業名

事業開始時期
事業の概要及び協働の現況

131
教育セン
ター

子ども科学カ
レッジ

1
区内大学等の研究者を講師として招き、小学校4年生～
中学生を対象に、大学の高度な学術研究の成果を体験
できる講座を開催する。

1 1 5 15
東京大学、お茶の水女子大学、中央
大学、日本女子大学、東北大学

132
教育セン
ター

東京大学総合研
究博物館スクー
ル・モバイル
ミュージアム

1
東京大学総合研究博物館の研究成果を教育センターで
展示し、トークイベント等を実施する。

1 1 1 - 東京大学

133
教育セン
ター

地域大学等連携
事業

1
区内大学等の高度な専門性や多様な人材を活用し、児
童・生徒に質の高い教育環境を形成・提供する。

1 1 1 6 -
医学生物学電子顕微鏡技術学会、お
茶の水女子大学、東京大学、応用物
理学会、印刷博物館、日本女子大学

134
教育セン
ター

教員研修 1
区内大学の教授等を講師として招き、教員の指導力向
上を図るため、研修会を開催する。
参加対象：幼稚園、小・中学校教員

1 1 4 8
順天堂大学、東京学芸大学附属竹早
小学校、筑波大学附属大塚特別支援
学校、お茶の水女子大学附属中学校

135
真砂中央
図書館

ライブラリー
パートナー

1

区内の多彩な人材を受け入れ、より図書館サービスの
充実を図るとともに、図書館運営に区民の参画を促進
することにより地域住民の要望に的確に応える図書館
運営を目指す。

1 1 1 1 1 1 1 12 87
ライブラリーパートナーの個人・団
体登録者数

136
真砂中央
図書館

大学図書館の区
民開放

1
区民に大学の附属図書館を開放する。開放期間や利用
の条件などは、大学によって異なる。

1 1 1 1 7 -
跡見学園女子大学、お茶の水女子大
学、東洋大学、東洋学園大学、日本
女子大学、文京学院大学、中央大学

137

真砂中央
図書館、
みどり公
園課、ス
ポーツ振
興課

竹早公園・小石
川図書館一体的
整備区民ミー
ティング

1
竹早公園・小石川図書館一体的整備に関し、区民ミー
ティングにおいて、導入する機能やプランについて検
討する。

1 1 1 1 - 19 学識経験者、町会、施設利用者代
表、関係団体代表

138
選挙管理
委員会

明るい選挙推進
活動

1

有権者有志の自主的活動である明るい選挙推進運動の
サポートとして、「話しあい強調月間」「地区別座談
会」「白ばらセミナー（講演会）」等の活動を行って
いる。

 1  1   1 - 120 明るい選挙推進委員数

122 1 5 2 1 1 1 0 5 0 87 135 70 44 24 20 27 14 49 18 42 39 36 23 2,038 15,909合計

※　協働の相手の「法や条例・要綱等に基づいて自治体に設置された委員及びその委員が構成員となる団体等」とは、青少年健全育成会、青少年委員、スポーツ推進委員、民生・児童委員、保護司等です。
※　協働の相手の「その他の公益法人及び非営利法人」とは、社団法人、財団法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合、商工組合等です。 23



24 

 

【文京区社会福祉協議会との連携による地域課題の解決に向けた協働の取組】 

区と地域を構成する様々な団体等との協働を推進し、地域の課題解決や活性化を図るため、文京区提案公募型協働事業「Ｂチャレ」が平成

３０年度から文京区社会福祉協議会で実施され、区がその取組を支援しています。この事業は、区や社会福祉協議会が把握している地域課題

の解決を目指した活動を通して課題の周知・理解者を増やす“新たなつながり部門”と、地域の団体等のイベントやキャンペーン事業を通し

て想定している課題が本当に文京区の課題なのかを検証し、地域での活動実績づくりを支援する“チャレンジ部門”の２つからなり、部門ご

とに事業を募集し、その事業を実践する活動に助成するものです。 

 

文京区提案公募型協働事業「Ｂチャレ」令和７年度の実績 

▶新たなつながり部門 

団体名 事業名 

特定非営利活動法人リーブ・ウィズ・ドリーム 
地域防災の向上を高める防災・バリアフリーマップ作り 

―いざという時を平時から考える― 

ぶんきょう多文化ねっと 多文化コミュニティプロジェクト「にほんご交流 in ぶんきょう」 

特定非営利活動法人地域ネットワークとらいあんぐる “専門職と地域住民をつなぐ”架け橋事業 

 

▶チャレンジ部門 

団体名 事業名 

Curina Buddy こども向けイベント「夏休みの宿題を攻略しよう！」 

一般社団法人マツリズム 夏の自由研究“お祭りをつくろう”ワークショップ 

一般社団法人 WINK 子どものいない人のためのプレ終活 実態把握セミナー＆ワークショップ 

＜PAANK ラボ（Pre Aging Action for No Kids）＞ 

NPO 法人後見支援東京 人生 100 年時代の老いじたく 

ご近所 de BOSAI 
みんなで大地震の初動を学ぶごちゃまぜ防災アクション 

～未来へつなぐ地域力～ 
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２ 審議会等構成員・公募区民委員・行政委嘱委員等の調査 
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２ 審議会等構成員・公募区民委員・行政委嘱委員等の調査 

グラフ４ 公募区民委員のいる審議会等の数 

 【解説】 

 

◆審議会等の総数は、近年は 70

前後で推移しており、令和７年

度は 71 で、前年度から２減少

となった。（うち廃止２） 

 

◆公募区民委員のいる審議会等

の数は、20 前半で推移してお

り、令和７年度は前年度と比べ

１減の 21となった。 
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グラフ５ 審議会等の構成員数内訳（人） 

 【解説】 

 

◆審議会等の構成員総数につ

いては、審議会の新規設置

や、既存審議会等の構成員

の増加のため、令和６年度

に比べ、４人増加した。 
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グラフ６ 審議会等の構成員割合（％） 

 

 
 

 

 

【解説】 

 

◆令和７年度は、前年度に比

べ、審議会等の数が減少して

おり、公募区民委員の割合も

減少した。 

 

 



資料２　審議会等構成員調査 令和８年３月31日現在　企画課調査

凡　例 記　号

議事録の公開

傍　　　聴

Ⅰ　行政委員会（地方自治法第180条の5参照） ※網掛け欄の数字は女性委員数（内数）
行政 関係 公募 学識 公募 女性 公募区民委員を 男女比率に関するコメント

機関等 団体 区民 経験者 比率 比率 採用していない理由 (比率に偏りがある理由及び改善策) 全体会 部会 全体会 部会

1 4 5

1 2 3

1 2 3

1 1

4 4

2 2

1 1 0 0 0 0 6 4 12
0 1 0 0 0 0 3 2 6

Ⅱ　法律・条例により設置されている附属機関（地方自治法第138条の4、第202条の3参照） ※網掛け欄の数字は女性委員数（内数）  

行政 関係 公募 学識 公募 女性 公募区民委員を 男女比率に関するコメント

機関等 団体 区民 経験者 比率 比率 採用していない理由 (比率に偏りがある理由及び改善策) 全体会 部会 全体会 部会

1 3 2 2 1 9

1 1 2

1 1 3 5

1 1

1 2 3

1 1

7 2 1 10

2 0 1 3

8 3 4 15

2 2 2 6

5 1 2 1 1 10

3 1 1 5

4 2 6

1 1 2

3 6 16 8 2 35

4 7 3 14

3 3 15 16 14 3 54

2 2 1 4 2 11

6 1 2 2 4 15

1 3 4

傍聴可能 傍聴不可能 規定していない  (部会など)設置なし

№ 名　称 担当課 根拠法 区議 三役

〇 × ／ ―

公開している 公開していない 作成していない  (部会など)設置なし

○ ― ○ ― 設置なし

2 監査委員 監査事務局 地方自治法 0.0

保　育

1 教育委員会 教育総務課
地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律

0.0 60.0
選任に当たっては、議会の
同意が必要なため

部課長 その他 合計 その他の内訳等
議事録の公開 傍　聴

設置なし

小計 0.0 50.0

№ 名　称 担当課 根拠法 区議 三役

選任に当たっては、議会の
議決が必要なため

議会の選挙による選任のため ○ ― ○ ―

／ ― 設置なし

3 選挙管理委員会
選挙管理委
員会事務局

地方自治法 0.0 50.0 弁護士1

33.3
選任に当たっては、議会の
同意が必要なため

区長の選任によるため ○ ―

○ ― ○ ― 設置なし

5
文京区情報公開及び個
人情報保護審査会

総務課
文京区情報公開及び
個人情報保護審査会
条例

0.0

保　育

4
文京区情報公開制度及
び個人情報保護制度運
営審議会

総務課
文京区情報公開制度
及び個人情報保護制
度運営審議会条例

22.2 22.2 人権擁護委員1
委員は、関係団体からの推薦
及び選考結果のため

部課長 その他 合計 その他の内訳等
議事録の公開 傍　聴

設置なし

7 特別職報酬等審議会 総務課
文京区特別職報酬等
審議会条例

20.0 30.0 弁護士1
委員推薦依頼団体に対する依
頼時にダイバーシティ推進担
当作成の文書を同封している

専門性を有する人材の確保
が求められる上、設置目的
が公募になじまない

委員は、関係団体からの推薦
によるため

× ― × ―

× ― 設置なし

6 文京区行政不服審査会 総務課
文京区行政不服審査
会条例

0.0 33.3
弁護士1、行政経
験1

20.0
弁護士2、行政経
験1

専門性を有する人材の確保
が求められる上、設置目的
が公募になじまない

委員は、関係団体からの推薦
によるため

× ―

○ ○
設置あり
（事前予
約）

9 財産価格審議会 契約管財課
文京区財産価格審議
会条例

0.0 50.0

40.0
選出の際に団体等への依頼な
どを行っている

○ ○

○ ― ○ ― 設置なし

8
文京区男女平等参画推
進会議

総務課（ダ
イバーシ
ティ推進担
当）

文京区男女平等参画
推進条例

20.0

○ ― ○ ― 設置なし

11
「文の京」安全・安心
まちづくり協議会

防災危機管
理課

文京区安全・安心ま
ちづくり条例

22.9

設置なし

10 文京区公契約審議会 契約管財課 文京区公契約条例 0.0 33.3
専門性を有する人材の確保
が求められる上、設置目的
が公募になじまないため

関係団体からの推薦によるた
め

専門性を有する人材の確保
が求められる上、設置目的
が公募になじまないため

区議は議長の推薦、行政機関
は職にある者を充てるため

× ― ／ ―

設置なし

13
文京区消防団運営委員
会

防災危機管
理課

特別区の消防団の設
置等に関する条例

0.0 26.7
都条例により組織が決まっ
ているため

防災関係機関等の代表者に
よって構成されるため

条例により、地域防災計画
の作成・実施及び災害発生
時には情報収集の活動をす
るため、公募委員はなじま
ないため

防災関係機関等の代表者に
よって構成されるため

○ ― ／ ―

○ ／ 設置なし

12 文京区防災会議
防災危機管
理課

災害対策基本法 0.0 20.4

40.0
公募委員を除き、関係機関等
の代表者で構成されるため

○ ／

○ ― ○ ― 設置なし

29



行政 関係 公募 学識 公募 女性 公募区民委員を 男女比率に関するコメント

機関等 団体 区民 経験者 比率 比率 採用していない理由 (比率に偏りがある理由及び改善策) 全体会 部会 全体会 部会
№ 名　称 担当課 根拠法 区議 三役 保　育部課長 その他 合計 その他の内訳等

議事録の公開 傍　聴

2 3 1 6 2 14

1 1 2

1 9 10

3 3

2 4 40 1 12 59

2 3 14 8 27

7 17 24

3 7 10

13 4 3 20

7 2 1 10

4 8 4 16

1 4 5

2 15 2 4 23

4 2 6

2 6 5 13

2 1 1 4

1 3 1 5

1 1 2

5 1 6

1 1

12 12

2 2

7 3 4 3 3 20

2 1 1 1 5

6 3 5 5 19

1 2 2 1 6

6 6

1 1

× ― 設置なし

15
文京区障害者介護給付
等の支給に関する審査
会

障害福祉課 障害者総合支援法 0.0 30.0

医師2、理学療法
士1、作業療法士
1、社会福祉士
2、精神保健福祉
士2、介護福祉士
1

14.3
委員構成は、文京区民生委
員推薦会規則で定められて
いるため

委員構成は、文京区民生委員
推薦会規則で定められている
ため

／ ―14 民生委員推薦会 福祉政策課 民生委員法 0.0

× × × × 設置なし

17
文京区国民健康保険事
業の運営に関する協議
会

国保年金課 国民健康保険法 0.0

設置なし

16 介護認定審査会 介護保険課 介護保険法 0.0 45.8

リハビリテー
ション専門医1、
認知症サポート
医2、保健師2、
看護師3、社会福
祉士1、介護福祉
士2、介護支援専
門員1

医療・介護など専門性を有
する人材の確保が求めら
れ、公募になじまないため

推薦団体に男女いずれか一方
の性が４割未満とならないよ
うに、配慮を依頼している

委員は障害者等の保健又は
福祉に関する学識経験を有
する者のうちから市町村長
が任命するものと障害者総
合支援法第16条第2項に定
められているため

特定の職(充て職）以外の委員
は、団体推薦により当該団体
の考えによるため

× ― × ―

設置あり

20 地域保健推進協議会 生活衛生課 地域保健法 8.7 26.1
公募委員、学識経験者等を除
き、関係団体等の代表者で構
成されるため

団体推薦は、当該団体の考え
方によるため

○ ― ○ ―

○ ― 設置なし

18
文京区子ども・子育て
会議

子育て支援
課

文京区子ども・子育
て会議条例

20.0 50.0

41.7
委員の一部は、関係団体の
充て職になるため

区議は議長の推薦により、団
体推薦は当該団体の考えによ
るため

○ ―

× ― 設置なし

22
大気汚染障害者認定審
査会

予防対策課
文京区大気汚染障害
者認定審査会条例

0.0 40.0

30.8
審査に関して医学・法律学
の知識が必要となるため

委員は、関係団体からの推薦
によるため

× ―

○ ― ○ ― 設置なし

21
公害健康被害認定審査
会

予防対策課
文京区公害健康被害
認定審査会条例

0.0

× ― × ― 設置なし

24
文京区感染症診査協議
会

予防対策課
感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

0.0

設置なし

23 公害診療報酬審査会 予防対策課
文京区公害診療報酬
審査会条例

0.0 16.7
審査に関して医学・薬学的
な知識が必要となるため

委員は、関係団体からの推薦
によるため

審査に関して医学的な知識
が必要となるため

委員は、関係団体からの推薦
によるため

× ― × ―

設置なし

26
文京区景観づくり審議
会

住環境課
文京区景観づくり条
例

26.3 31.6

・区議は議長の推薦によるた
め
・団体や組織等からの推薦に
よるため
・団体や組織等から推薦を受
ける際に、人選に配慮するよ
う依頼

・団体や組織等からの推薦に
よるため
・団体や組織等から推薦を受
ける際に、人選に配慮するよ
う依頼

○ ― ○ ―

× × 設置なし

25 文京区都市計画審議会 都市計画課
文京区都市計画審議
会条例

15.0 25.0

16.7
審査に関して医学・薬学的
な知識が必要となるため

委員は、関係団体からの推薦
によるため

× ×

○ ― 設置なし16.7

協議において重要な個人情
報を取り扱うため、公募委
員が審議するのに適切では
ない

第２ブロック合同で運営して
おり、委員の選出に際し本区
の意向のみを反映できないた
め

○ ―

○ ― ○ ― 設置なし

27 文京区建築審査会 住環境課 建築基準法 0.0

19

個別具体的な専門知識を必要
とするほか、団体推薦におい
ては、当該団体の考え方によ
るため。改選時には性別が偏
らないように努力する。

○ × ○ × 設置あり文京区児童福祉審議会
子育て支援
課

文京区児童福祉審議
会条例

0.0 31.3
児童福祉施設長
２名、弁護士２
名

個人情報及び法人情報を取
り扱い、かつ児童福祉法で
条件が定められているため
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行政 関係 公募 学識 公募 女性 公募区民委員を 男女比率に関するコメント

機関等 団体 区民 経験者 比率 比率 採用していない理由 (比率に偏りがある理由及び改善策) 全体会 部会 全体会 部会
№ 名　称 担当課 根拠法 区議 三役 保　育部課長 その他 合計 その他の内訳等

議事録の公開 傍　聴

3 3

1 1

3 2 3 2 4 14

2 1 1 3 7

11 6 2 19

6 3 1 10

7 7

1 1

8 2 1 7 25 43

1 1 11 13

45 7 29 45 184 38 111 36 495

11 4 7 9 63 16 37 18 165

Ⅲ　設置要綱などにより、長の私的諮問機関として設置されている審議会等 ※網掛け欄の数字は女性委員数（内数）
行政 関係 公募 学識 公募 女性 公募区民委員を 男女比率に関するコメント

機関等 団体 区民 経験者 比率 比率 採用していない理由 (比率に偏りがある理由及び改善策) 全体会 部会 全体会 部会

15 12 2 29

6 5 1 12

15 15

8 8

2 3 16 21

2 2 4

5 1 1 7

1 1

1 10 4 1 1 17

3 2 5

2 5 1 8

1 1

10 5 4 19

3 3 1 7

2 3 4 9

1 1 2

2 2 4

1 1

19 9 5 33

8 4 12

28
文京区建築紛争調停委
員会

住環境課

文京区中高層建築物
の建築に係る紛争の
予防と調整及び開発
事業の周知に関する
条例

0.0 33.3

○ × ○ × 設置なし

設置なし

29
文京区空家等対策審議
会

建築指導課
文京区空家等対策審
議会条例

21.4 50.0

専門家：弁護士
1、司法書士1、
建築士1、宅地建
物取引士1

学識経験者・専門家・関係団
体推薦時、極力女性の推薦を
依頼している。公募委員は成
績によるため不確定

協議において重要な個人情
報を取り扱うため、公募委
員が審議するのに適切では
ない

委員退任の際に、後任委員候
補を推薦するため

／ ― × ―

設置なし

31 文化財保護審議会 教育総務課
文京区文化財保護条
例

0.0 14.3
専門性を有する人材の確保
が求められる上、個人情報
を取り扱うため

分野によっては女性の学識経
験者が少ないこともある。改
選時には性別が偏らないよう
に努力する

団体推薦依頼時等に女性委員
の登用への配慮依頼を行った

○
要旨
○

○ ○30
文京区リサイクル清掃
審議会

リサイクル
清掃課

文京区廃棄物の処理
及び再利用に関する
条例

31.6 52.6

○ ／ 設置なし

小計 7.7 33.3

30.2
青少年関係団体相互の連絡
調整的要素が強いため

委員の一部は、関係団体の充
て職になるため

○ ○

○ ○ ○ ○ 設置なし

32 青少年問題協議会
児童青少年
課

文京区青少年問題協
議会条例

0.0

その他の内訳等
議事録の公開 傍　聴

保　育

33
文京区基本構想推進区
民協議会

企画課
文京区基本構想推進
区民協議会設置要綱

41.4 41.4

№ 名　称 担当課 根拠法 区議 三役 部課長 その他 合計

男女の偏りが無いよう意識し
ながら、適正な選考に努めた

○ ○ ／ ／
設置あり
（事前予
約）

○
設置あり
（事前予
約）

34
メディアパートナー会
議

広報戦略課
メディアパートナー
設置要綱

100.0 53.3

推薦にあたっては、ダイバー
シティ推進担当作成の「地域
活動団体の皆様へ」を配付
し、配慮をお願いした。

○ ○ ○

― 設置なし

36

個人情報を取り扱うため
委員は、充て職となっている
ため

／ ― ／35 表彰審査会 総務課 文京区表彰規則 0.0 19.0

団体推薦は、当該団体の考え
方によるため

要旨
○

― ／ ― 設置なし

― 設置なし

37
文京区コミュニティバ
スBーぐる沿線協議会

区民課
文京区コミュニティ
バスBーぐる沿線協議
会設置要綱

23.5 29.4
Bーぐるに関し調
査研究等の実績
がある者

指定管理者の専
門的知識を有す
る者

専門性を有する人材の確保
が求められる上、設置目的
が公募になじまないため

学識経験者・その他を除き、
委員は充て職となっているた
め

要旨
○

― ―
文京区指定管理者評価
委員会

契約管財課
指定管理者評価委員
会設置要綱

0.0 14.3

○ ○ ○ ○
設置あり
（事前予
約）

40
文京区立森鷗外記念館
運営協議会

アカデミー
推進課

文京区立森鷗外記念
館運営協議会設置要
綱

0.0

設置なし

39
文京区アカデミー推進
協議会

アカデミー
推進課

アカデミー推進協議
会設置要綱

26.3 36.8
団体推薦は、当該団体の考え
方によるため

専門性を有する人材の確保
が求められる上、個人情報
を取り扱うため

団体推薦は、当該団体の考え
方によるため

― ― ― ―38
文京区技能名匠者審査
会

経済課
文京区技能名匠者認
定事業実施要綱

0.0 12.5

設置なし

42
文京区地域福祉推進協
議会

福祉政策課
文京区地域福祉推進
協議会設置要綱

27.3 36.4
特定の職(充て職）以外の委員
は、団体推薦により当該団体
の考えによるため

専門知識を有する人材確保
が求められ、設置目的が公
募になじまないため

団体推薦は、当該団体の考え
方によるため

○ ― ／ ―

／ ― 設置なし

41
文京区立森鷗外記念館
資料収集等検討委員会

アカデミー
推進課

文京区立森鷗外記念
館資料収集等検討委
員会設置要綱

0.0 25.0

22.2
専門知識を有する人材確保
が求められ、設置目的が公
募になじまないため

団体推薦は、当該団体の考え
方によるため

○ ―

○ ○ ○ ○
設置あり
（事前予
約）
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行政 関係 公募 学識 公募 女性 公募区民委員を 男女比率に関するコメント

機関等 団体 区民 経験者 比率 比率 採用していない理由 (比率に偏りがある理由及び改善策) 全体会 部会 全体会 部会
№ 名　称 担当課 根拠法 区議 三役 保　育部課長 その他 合計 その他の内訳等

議事録の公開 傍　聴

11 4 7 1 23

3 1 3 7

1 10 3 14

1 8 9

14 5 1 20

7 2 9

4 2 17 2 1 26

1 1 10 12

4 2 11 2 5 24

2 4 4 10

4 2 7 2 15

1 1 1 3

1 7 10 18

8 8

6 8 2 3 19

1 7 2 3 13

1 9 10 20

1 4 5

1 10 9 20

1 3 1 5

2 3 2 21 28

1 2 1 11 15

1 11 4 16

1 1 2

1 4 1 6

1 1 1 3

1 6 5 7 19

1 1 1 3

3 17 1 21

2 8 10

1 2 5 8

1 2 3

6 5 7 4 22

2 3 5

1 1 11 1 2 16

3 2 5
60

文京区自殺対策推進会
議

予防対策課
文京区自殺対策推進
会議設置要綱

0.0 31.3
区内大学学生１
住民代表1

関係機関との連絡調整を図
る会議のため

委員は、関係団体からの推薦
によるため

× ― × ― 設置なし

○ ― 設置なし

44
文京区老人ホーム入所
判定委員会

高齢福祉課
文京区老人ホーム入
所判定委員会設置要
綱

0.0 64.3
医師2、福祉施設
長1

30.4
関係団体との連絡調整等を
図る会議のため

・委員の半数を占める区職員
が特定の職(充て職）となって
おり、その女性の比率が3割に
満たないため。また、それ以
外の委員は団体推薦につき、
当該団体の考えによるため
・次回推薦依頼時には、依頼
文で男女比に考慮するよう働
きかける

○ ―43 文京区居住支援協議会 福祉政策課
文京区居住支援協議
会設置要綱

0.0

○ ○ ○ × 設置なし

46
文京区障害者地域自立
支援協議会

障害福祉課
文京区障害者地域自
立支援協議会要綱

0.0

設置なし

45
文京区地域包括ケア推
進委員会

高齢福祉課
文京区地域包括ケア
推進委員会設置要綱

25.0 45.0
特定の職(充て職）以外の委員
は、団体推薦により当該団体
の考えによるため

厚生省社会局長通達により
委員構成が定められている
ため

委員の半数以上を占める区職
員が特定の職（充て職）と
なっているため

× ― × ―

設置なし

障害者差別解消支援地域協
議会の設置・運営指針によ
り協議会の構成を決定した
ため

特定の職(充て職）以外の委員
は、団体推薦により当該団体
の考えによるため

× ― × ―

○ ○ 設置なし

47
文京区障害者差別解消
支援地域協議会

障害福祉課
文京区障害者差別解
消支援地域協議会設
置要綱

0.0 41.7 当事者委員5

46.2 精神科医師1
関係機関との連絡調整を図
る会議のため

特定の職(充て職）以外の委員
は、団体推薦により当該団体
の考えによるため

○ ○

設置なし

49
文京区公私立幼稚園連
絡協議会

幼児保育課
文京区公私立幼稚園
連絡協議会要綱

0.0 44.4
私立幼稚園長6、
区立幼稚園長4

関係団体との連絡調整を図
ることが目的のため

関係団体の代表者で構成され
るため

高度に専門性を有する人材
の確保が求められる上、設
置目的が公募になじまない
ため

委員全員の推薦により、次の
委員が決定されるため

○ ／ ○ ×48
文京区立さしがや保育
園アスベスト健康対策
等専門委員会

幼児保育課

文京区立さしがや保
育園アスベスト健康
対策等専門委員会設
置要綱

0.0 20.0
園児又は保護者
の代表2

／ ― 設置なし68.4
私立保育園事業
者

個人情報を取り扱うため
特定の職に対し委員を充てて
いるため

／ ―

要旨
○

― × ― 設置なし

50
文京区保育所における
医療的ケア判定会

幼児保育課
文京区保育所におけ
る医療的ケア判定会
設置要綱

0.0

× ― ／ ／ 設置なし

52 文京区歯科衛生協議会 生活衛生課
文京区歯科衛生協議
会要綱

0.0

51 文京区保健衛生協議会 生活衛生課
文京区保健衛生協議
会要綱

0.0 25.0
当該団体との連絡調整を図
る会議のため

両医師会会長及び会長の推薦
により、委員が決定されるた
め

設置なし

54
文京区地域医療連携推
進協議会

健康推進課
文京区地域医療連携
推進協議会設置要綱

0.0 12.5
医学の専門と関係団体との
連絡調整が必要なため

団体、大学病院は、当該団体
の考え方によるため

当該団体との連絡調整を図
る会議のため

委員は、関係団体からの推薦
によるため

× ― ／ ―

／ ― 設置なし

53 文京区献血推進協議会 生活衛生課
文京区献血推進協議
会要綱

0.0 53.6

25.0
当該団体との連絡調整を図
る会議のため

両歯科医師会会長及び会長の
推薦により、委員が決定され
るため

× ―

× ― 設置なし

56
文京区新型インフルエ
ンザ等感染症医療体制
検討会議

予防対策課

文京区新型インフル
エンザ等感染症医療
体制検討会議設置要
綱

0.0 15.8 区内医療機関7

50.0
審議内容に関して医学的知
識が必要となるため

団体推薦は、当該団体の考え
方によるため

× ―

○ ― ○ ― 設置なし

55
文京区予防接種健康被
害調査委員会

予防対策課
文京区予防接種健康
被害調査委員会要綱

0.0

○ ― ○ ― 設置なし

58 文京区感染症連絡会 予防対策課
文京区感染症連絡会
設置要綱

0.0

設置なし

57
文京区地域精神保健福
祉連絡協議会

予防対策課
文京区地域精神保健
福祉連絡協議会要綱

0.0 47.6 関係団体利用者1
関係機関との連絡調整を図
る会議のため

委員は、関係団体からの推薦
によるため

感染症発生時の関係機関の
役割等を審議する会議のた
め

団体等推薦は、当該団体等の
考え方によるため

× ― × ―

設置なし
関係機関との連絡調整を図
る会議のため

委員は、関係団体からの推薦
によるため

× ― × ―

× ― 設置なし

59
文京区難病対策地域協
議会

予防対策課
文京区難病対策地域
協議会設置要綱

0.0 22.7

37.5 区内医療機関5

感染症対策に関する区の施
策への助言及び医療機関間
における感染症対策の情報
共有を行う会議のため

団体等推薦は、当該団体等の
考え方によるため

× ―
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行政 関係 公募 学識 公募 女性 公募区民委員を 男女比率に関するコメント

機関等 団体 区民 経験者 比率 比率 採用していない理由 (比率に偏りがある理由及び改善策) 全体会 部会 全体会 部会
№ 名　称 担当課 根拠法 区議 三役 保　育部課長 その他 合計 その他の内訳等

議事録の公開 傍　聴

11 10 4 2 3 30

1 7 3 11

4 2 1 8 14 29

1 1 1 3

1 5 5 2 5 18

1 3 1 5

6 5 2 1 14

2 3 1 6

9 2 11

0

2 35 4 142 183

25 2 91 118

6 7 1 2 16

1 1 1 3

1 2 2 4 9

1 2 3

7 6 2 1 2 18

1 1

6 5 4 4 1 1 21

4 2 3 1 10

3 9 12

1 3 4

8 11 126 111 262 70 58 212 858

2 7 29 49 88 36 13 120 344

54 19 155 156 446 108 175 252 1365

13 12 36 58 151 52 53 140 515

文京区バリアフリー基
本構想推進協議会

都市計画課
文京区バリアフリー
基本構想推進協議会
設置要綱

61
交通事業者2、関
係事業者1

公募委員、学識経験者等を除
き、特定の職に対して充てて
いる、又は関係団体等によ
る、推薦のため。

13.3 36.7 ○ ― ○ ―
設置あり
（事前予
約）

／ ／ 設置なし

63
文京区地球温暖化対策
地域推進協議会

環境政策課
文京区地球温暖化対
策地域推進協議会設
置要綱

27.8 27.8 事業者5

10.3
実施機関の代表者による組
織運営のため

官公署の長は、充て職となっ
ている。団体推薦は、当該団
体の考え方によるため

／ ／62 文京区交通安全協議会 管理課
文京区交通安全協議
会規約

0.0

○ ― ○ ― 設置なし

65
文部科学大臣表彰等審
査会

学務課

文部科学大臣表彰推
薦要項・東京都功労
者表彰推薦要項・東
京都教育委員会表彰
等取扱要綱

0.0

設置なし

64
文京区生物多様性地域
戦略協議会

環境政策課
文京区生物多様性地
域戦略協議会設置要
綱

35.7 42.9 事業者1

・特定の職以外の委員は、団
体推薦により当該団体の考え
によるため
・団体推薦依頼時等に女性委
員の登用への配慮依頼を継続
して行う

・特定の職以外の委員は、団
体推薦により当該団体の考え
によるため
・団体推薦依頼時等に女性委
員の登用への配慮依頼を継続
して行う

○ ― ○ ―

設置なし

67
文京区教育委員会いじ
め問題対策協議会

教育指導課
文京区教育委員会い
じめ問題対策協議会
設置要綱

0.0 18.8 校長2
関係団体との連絡調整を図
ることが目的のため

特定の職に対し、委員を充て
ているため

特別支援教育に関する専門
性を有する人材の確保が求
められる上、個人情報を取
り扱うため

特定の職に対し、委員を充て
ているため

× ― × ―

× ― 設置なし

66
文京区特別支援教育相
談委員会

教育指導課
文京区特別支援教育
相談委員会設置要綱

0.0 64.5 校園長教諭142

0.0 校長2
関係団体の代表者による組
織運営のため

団体推薦は、当該団体の特定
の職に対し、委員を充ててい
るため

× ―

× × 設置なし

69
文京区立中学校部活動
地域連携・地域移行に
係る検討会議

教育指導課

文京区立中学校部活
動地域連携・地域移
行に係る検討会議設
置要綱

0.0 5.6 校長2

33.3 校長4
特定の職に対し委員を充てて
いるため

○
時限
秘

／

／ ／ × × 設置なし

68
文京区立学校教科用図
書審議会

教育指導課
文京区立学校教科用
図書採択実施要綱

22.2

設置なし
関係団体との連絡調整・協
力を図ることが目的のため

特定の職に対し、委員を充て
ているため

○ ／ × ×

70
文京区子ども読書活動
推進計画策定検討委員
会

真砂中央図
書館

文京区子ども読書活
動推進計画策定検討
委員会設置要綱

19.0 47.6 出版関係者１
団体代表は各団体の推薦によ
るため。公募委員は選考によ
るため

○ ― ○ ―

要旨
○

― × ― 設置なし

小計 8.2

71
文京区特別支援教育振
興委員会

教育指導課
文京区特別支援教育
振興委員会要綱

0.0 33.3 校長9
要綱（別表）に掲げる職に
ある者から構成することが
定められているため

特定の職に対し、委員を充て
ているため

設置あり
（事前予
約）

合計 7.9 37.7

40.1
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資料３　公募区民委員調査 令和８年３月31日現在　企画課調査

資格等の積極要件（上段）

文京区基本構想の推進に関心があ
る者

区職員、区議会議員又は基準日に
２つ以上の区の審議会等の委員で
ある者

区の広報活動に関心がある者

―

情報公開制度、個人情報保護制度
に関心がある者

区職員、区議会議員又は２つ以上
の区の審議会等の委員である者

―

①区議会議員若しくは区職員又は
これらの者の配偶者若しくはこれ
らの者と２親等内の血族
②２つ以上の区の審議会等の委員
である者

区の男女平等参画推進施策に関心
がある者

区職員、区議会議員又は区の審議
会等の委員に２つ以上在籍してい
る者

―

区職員、区議会議員又は区の審議
会等の委員に２つ以上在籍してい
る者

○

地域活動
セン
ター、図
書館等に
申込書を
配置

― ○ ― ○○ 満20歳以上 ○ ― ○ ○(8) 35 22.9
区民参画をより進めるために公
募委員の枠を6人から8人へ増や
した。(平成21年～)

○ ○

○ ○ ○

6
「文の京」安全・安
心まちづくり協議会

防災危機管
理課

H17年
7月

6 8

― ○ ○

男女平等
セン
ター、図
書館に申
込書を設
置

― ○全体的なバランスを考慮 ○ ○ ○ 満18歳以上 ○

○

5
文京区男女平等参画
推進会議

総務課
（ダイバー
シティ推進

担当）

H10年
4月

2 3 (4) 15 20.0

― ○ ― ○― 満18歳以上 ○ ― ○ ○(2) 10 20.0 全体的なバランスを考慮 ○ ―

― ○ ○

4 特別職報酬等審議会 総務課
H11年
9月

2 2

― ― ○

・行政情
報セン
ター及び
総務課窓
口に募集
案内を配
架
・X（旧
Twitter）
に掲載

― ○全体的なバランスを考慮 ○ ○ ○ 満18歳以上 ○

○

3
文京区情報公開制度
及び個人情報保護制
度運営審議会

総務課
H15年
7月

2 2 (2) 9 22.2

― ○ ― ○○ 高校生以上 ○ ○ ○ ○(15) 15 100.0
区民により構成されるワーキン
ググループであるため、100％で
ある。

○ ○

― ○

無作為及
び公募を
実施

○

2
メディアパートナー
会議

広報戦略課
H13年
4月

20 15

― ○ ○

住民基本
台帳から
1,000人を
無作為抽
出

― ○全体的なバランスを考慮 ○ ○ ○ 満18歳以上 ○

抽
選

1
文京区基本構想推進
区民協議会

企画課
H22年
6月

10 12 (12) 29 41.4

選　考　方　法

在
住

在
勤

在
学

除外事由・消極要件（下段）
申
込
書

論
文

ち
ら
し

Ｈ
Ｐ

その他
№

公募区民委員のい
る会議体

担当課

公募委員導
入時の状況 現在の公募委員

数
（　）内は定数

審　　査

面
接

割合(％)
審議会等の構成員全体に占め
る公募区民委員割合の考え方

公募区民委員の応募資格

審議会
等構成
員数導入

時期
人数

選
考
委
員
会

区　内

年齢等
区
報

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ

その他

募　集　方　法
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資格等の積極要件（上段）
抽
選

選　考　方　法

在
住

在
勤

在
学

除外事由・消極要件（下段）
申
込
書

論
文

ち
ら
し

Ｈ
Ｐ

その他
№

公募区民委員のい
る会議体

担当課

公募委員導
入時の状況 現在の公募委員

数
（　）内は定数

審　　査

面
接

割合(％)
審議会等の構成員全体に占め
る公募区民委員割合の考え方

公募区民委員の応募資格

審議会
等構成
員数導入

時期
人数

選
考
委
員
会

区　内

年齢等
区
報

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ

その他

募　集　方　法

Bーぐるを利用する方

区議会議員若しくは区職員又は応
募の時点で２つ以上の区の審議会
等の委員である者

区の生涯学習、スポーツ、文化芸
術、観光、国際交流等に関心を持
つ者

区職員、区議会議員及び応募時点
において、２つ以上の区の審議会
に在籍している者

―

応募の時点で２以上の区の審議会
等に属している者

①介護保険第1号被保険者
②介護保険第2号被保険者
③介護サービス利用者

応募の時点で２以上の区の審議会
等に属している者

区の子育て支援施策に関心がある
者

区職員、区議会議員又は応募時に
２つ以上の区の審議会等の委員で
ある者

区の地域保健行政及び保健所の運
営に関心がある者

区職員、区議会議員又は区の審議
会等の委員に２つ以上在籍してい
る者

区の都市計画に関心がある者

区職員、区議会議員又は応募時に
区の審議会等の委員に２つ以上在
籍している者

○
1
次

○
2
次

○― ○ ○ ― ○全体的なバランスを考慮 ○ ― ― 満18歳以上 ○

○

13
文京区都市計画審議
会

都市計画課
H13年
10月

1 3 (3) 20 15.0

地域活動
セン
ター・図
書館・行
政情報セ
ンターに
ちらし・
申込書を
設置

― ○ ○ ○○ 満18歳以上 ○ ― ○ ○(5) 23 8.7 全体的なバランスを考慮 ○ ○

― ○ ○

12 地域保健推進協議会 生活衛生課
H13年
4月

3 2

― ○ ○

X（旧
Twitter）
Facebook

― ○
原則として、25%を超えるよう設
定している。

○ ○ ○ 満18歳以上 ○

○

11
文京区子ども・子育
て会議

子育て支援
課

H25年
8月

5 4 (5) 20 20.0

X（旧
Twitter）
Facebook
LINE

― ○ ― ○― ― ○ ― ○ ○(5) 20 25.0
委員会の規模及び全体のバラン
スを考慮した構成である。

○ ―

― ○ ○

10
文京区地域包括ケア
推進委員会

高齢福祉課
H19年
4月

3 5

― ○ ○
X（旧
Twitter）
Facebook

― ○

審議会等における区民公募委員
選出基準（15文企企第270号）に
規定されている「公募委員の員
数の比率は、当該審議会等の全
委員数の25％以上とするよう努
める」に基づく。

○ ○ ○ 満18歳以上 ○

○

9
文京区地域福祉推進
協議会

福祉政策課
H10年
7月

2 9 (9) 33 27.3

― ○ ― ○○ 満18歳以上 ○ ― ○ ○(5) 19 26.3
学識経験者、区内関係団体、生
涯学習等の分野に関する識見を
有する者とのバランスによる。

○ ○

○ ○ ○

8
文京区アカデミー推
進協議会

アカデミー
推進課

H21年
9月

10 5

― ○ ○ ― ○全体的なバランスを考慮 ― ― ― 満18歳以上 ○7
コミュニティバスB-
ぐる沿線協議会

区民課
H22年
10月

3 4 (4) 17 23.5
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資格等の積極要件（上段）
抽
選

選　考　方　法

在
住

在
勤

在
学

除外事由・消極要件（下段）
申
込
書

論
文

ち
ら
し

Ｈ
Ｐ

その他
№

公募区民委員のい
る会議体

担当課

公募委員導
入時の状況 現在の公募委員

数
（　）内は定数

審　　査

面
接

割合(％)
審議会等の構成員全体に占め
る公募区民委員割合の考え方

公募区民委員の応募資格

審議会
等構成
員数導入

時期
人数

選
考
委
員
会

区　内

年齢等
区
報

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ

その他

募　集　方　法

区の景観形成に関心がある者

区職員、区議会議員又は応募時に
区の審議会等の委員に２つ以上在
籍している者

区の空家等対策施策に関心がある
者

区職員、区議会議員又は就任時に
区の審議会等の委員に２つ以上就
いている者

バリアフリーに関心がある者

区職員、区議会議員又は応募時に
区の審議会等の委員に２つ以上在
籍している者

地球温暖化問題に関心がある者

・文京区職員又は文京区議会議員
・２以上の区の附属機関等の委員

区の生物多様性に関心がある者

・文京区職員又は文京区議会議員
・２以上の区の附属機関等の委員

清掃･リサイクル事業に関心があ
る者

区議会議員若しくは区職又は応募
の時点で２つ以上の区の審議会等
の委員である者

○― ○ ○

区SNS
区設掲示
板、リサ
イクル清
掃課LINE

― ○○ 満18歳以上 ○ ― ○(6) 19 31.6

審議会等における区民公募委員
選出基準（15文企企第270号）に
規定されている「公募委員の員
数の比率は、当該審議会等の全
委員数の25％以上とするよう努
める」に基づく。

○ ○

― ○ 作文 ○

19
文京区リサイクル清
掃審議会

リサイクル
清掃課

H16年
12月

5 6

― ○ ○ ― ○

審議会等における区民公募委員
選出基準（27文企企第559号）に
規定されている「公募委員の員
数の比率は、当該審議会等の全
委員数の25％以上とするよう努
める」に基づく。

○ ○ ○ 満18歳以上 ○18
文京区生物多様性地
域戦略協議会

環境政策課
H29年
9月

5 5 (5) 14 35.7

○― ○ ― ○ 作文○ 満18歳以上 ○ ― ○ ○(5) 18 27.8

審議会等における区民公募委員
選出基準（27文企企第559号）に
規定されている「公募委員の員
数の比率は、当該審議会等の全
委員数の25％以上とするよう努
める」に基づく。

○ ○17
文京区地球温暖化対
策地域推進協議会

環境政策課
H23年
9月

5 5

― ○
○
1
次

○
2
次

○満18歳以上 ○ ― ○ ○16
文京区バリアフリー
基本構想推進協議会

都市計画課
H27年
5月

4 4

― ○
審議会の規模及び全体のバラン
スを考慮した構成である。

○ ○ ○ ― ○

(4) 30 13.3 全体的なバランスを考慮 ○ ○ ○

○

15
文京区空家等対策審
議会

建築指導課
H29年
7月

3 3 (3) ○―14 21.4

X（旧
Twitter）

― ○
〇
1
次

満18歳以上 ○ ○ ○

○
2
次

― 満18歳以上 ○ ― ○ ○(5) 19 26.3 全体的なバランスを考慮 ○ ―14
文京区景観づくり審
議会

住環境課
H12年
7月

5 5
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資格等の積極要件（上段）
抽
選

選　考　方　法

在
住

在
勤

在
学

除外事由・消極要件（下段）
申
込
書

論
文

ち
ら
し

Ｈ
Ｐ

その他
№

公募区民委員のい
る会議体

担当課

公募委員導
入時の状況 現在の公募委員

数
（　）内は定数

審　　査

面
接

割合(％)
審議会等の構成員全体に占め
る公募区民委員割合の考え方

公募区民委員の応募資格

審議会
等構成
員数導入

時期
人数

選
考
委
員
会

区　内

年齢等
区
報

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ

その他

募　集　方　法

子どもの読書活動に関心がある者

区議会議員若しくは区職又は応募
の時点で２つ以上の区の審議会等
の委員である者

文京区民で学校教育に対する関心
が深く、幅広い視野から公正な立
場で意見を述べられる方

(1) 教科書発行者の役員及び従業
員、並びにその配偶者や三親等以
内の親族
(2) 顧問、参与、嘱託等、いかな
る名称を問わず、事実上、教科書
発行者の事業運営に重要な影響力
を有している者
(3) 教科書の供給の事業を行う者
及びその従業員
(4) その他、教科書の採択に直接
の利害関係を有する者
(5) 文京区立小・中学校に勤務し
ている者

※　公募区民委員が25％以上の割合は42.9％（21団体中9団体）

― ○
○
1
次

○
2
次

― ― ○ ― ― ○(2) 9 22.2
区立学校長、区職員とのバラン
スによる。

○ ―

○
1
次

○
2
次

○

21
文京区立学校教科用
図書審議会

教育指導課 H21年 2 2

― ○ ○ ― ○
学識経験者、区立校園長、区内
関係団体等とのバランスによ
る。

○ ○ ○ 満18歳以上 ○20
文京区子ども読書活
動推進計画策定検討
委員会

真砂中央図
書館

R6年
7月

4 4 (4) 21 19.0

37



資料４　行政委嘱委員・区政協力員等の調査

委員等の名称 根拠規程 人数

専門委員 専門委員の設置等に関する規則 1

審査委員
文京共創フィールドプロジェクト
審査会設置要綱

1

法律相談員 文京区法律相談運営要綱 25

税務相談員 文京区税務相談設置運営要綱 10

不動産相談員 文京区不動産相談取扱要綱 8

人権擁護委員 人権擁護委員法 8

行政相談委員 行政相談委員法 4

区民相談員 文京区行政情報センター設置要綱 5

防災危機管理課 消防団員
特別区における東京都の事務処理
の特例に関する条例

358

防災危機管理課 青色防犯パトロール隊員
文京区青色防犯パトロール実施要
綱

4

防災危機管理課 客引き行為等防止推進員
文京区客引き行為等防止指導員及
び文京区客引き行為等防止推進員
に関する要綱

45

区民課 日赤奉仕団員 文京区赤十字奉仕団規約 34

経営相談員 文京区経営相談室設置要綱 10

中小企業支援員 文京区中小企業支援員設置要綱 3

消費生活相談員
文京区消費生活センター消費者相
談室運営要綱

6

青色防犯パトロールの実施

①客引き行為の防止に関する広報及び啓発
②客引き行為をしていると認められる者に対する注意喚起

区民部

献血及び地域奉仕活動、災害時救援品の引渡し等

経済課

月曜日～金曜日（国民の祝日及び12月29日～１月３日を除く。）の９時30分～
16時30分に経営相談、融資あっせん審査その他中小企業指導育成に関する業務
を行う。

経営の安定や振興を図るため、中小企業支援員が区内企業を訪問し、企業の現
状や課題に合った国、都、区の中小企業向け支援施策の紹介や情報を提供し、
活用を促進する。

月曜日～金曜日（国民の祝日及び12月29日～１月３日を除く。）の９時30分～
16時に商品・サービスに係る相談・苦情に対するアドバイス、消費生活向上に
向けた啓発を行う。

総務部

各種の防災活動、警戒活動及び区民への防火・防災意識の向上（小石川178
人・本郷180人）

国、独立行政法人等国政に関する相談

区民等の日常生活及び区政に関する相談

土地や建物などの不動産売買、賃借等に関する相談

人権侵害や身の上に関する相談

広報戦略課

法律問題全般に関する相談

税務問題全般に関する相談

企画課

基礎自治体としてより主体的で積極的な区政運営を推進するため、内外の情勢
に精通した広い視野から提言を行う。

文京共創フィールドプロジェクトへの採択候補事業者について、選定基準に基
づき、申請内容の社会貢献度、新規性・創造性、実現可能性などについて審査
する。

令和８年３月31日現在　企画課調査

担当部　担当課 活動内容

企画政策部
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委員等の名称 根拠規程 人数担当部　担当課 活動内容

スポーツ推進委員
スポーツ基本法、文京区スポーツ
推進委員に関する規則

27

スポーツ交流ひろば指導
員

文京区学校施設におけるスポーツ
交流ひろばの実施に関する規則

145

スポーツリーダー
文京区スポーツ推進委員・スポー
ツリーダー地域派遣要綱

18

民生委員・児童委員 民生委員法　民生委員法施行令 120

民生･児童委員協力員
東京都民生・児童委員協力員事業
実施要綱、文京区民生・児童委員
協力員事業実施要領

1

高齢者・身体障害者家庭
「話し合い員」

文京区高齢者・身体障害者家庭
「話し合い員」制度実施要綱

35

救急通報協力員
文京区高齢者救急直接通報システ
ム事業運営要綱

4

手話通訳者 手話通訳者派遣事業実施要綱 27

身体障害者相談員 身体障害者福祉法 4

知的障害者相談員 知的障害者福祉法 4

こどもの権利擁護調査員
文京区児童相談所が関わるこども
の権利擁護事業実施要綱

2

こどもの意見表明等支援
員

文京区児童相談所が関わるこども
の権利擁護事業実施要綱

10

こどもの権利擁護事業ア
ドバイザー

文京区児童相談所が関わるこども
の権利擁護事業実施要綱

2

子ども家庭支援セン
ター

文京区子どもの最善の利
益を守る法律専門相談員

文京区子どもの最善の利益を守る
法律専門相談運営要綱

9

動物の飼養指導員
文京区動物の飼養指導員及び犬猫
の正しい飼い方普及員設置要綱

10

犬猫の正しい飼い方普及
員

文京区動物の飼養指導員及び犬猫
の正しい飼い方普及員設置要綱

22

食品衛生推進員
食品衛生法、文京区食品衛生推進
員設置要綱

10

身体障害者の①地域活動の推進、②更生援護に関する相談・指導、③関係機関
に対する協力。身体障害者に対する国民の認識と理解を深めるための活動等

知的障害者の①家庭における養育、生活などに関する相談・指導・助言、②施
設入所、就学、就職などに関する関係機関への連絡。知的障害者に対する国民
の認識と理解を深めるための活動等

子ども家庭部

養育費等、子どもの利益を守るための法律的な相談

保健衛生部

生活衛生課

動物に関する専門的知識を有する立場から、動物の飼養管理等について相談を
受け助言指導する。

犬猫の正しい飼い方について、保健所と協力し、飼い主のマナー等普及啓発を
する。

①食品営業者から食品衛生に関する相談に応じ、助言等を行う。②保健衛生部
長が開催する食品衛生推進会議に参加する。③区が実施する食品衛生に関する
普及啓発活動に協力する。④地域の食品衛生に関する情報を収集する。

福祉部

福祉政策課

地域社会の中で生活上の様々な問題を抱えている方の調査、相談及び援助活動
を行う。福祉関係の行政機関と協働し、問題が起こったときは、速やかに連絡
を取り合う等のパイプ役として活動する。

地域福祉に関して幅広く活動している民生委員・児童委員の業務に協力し、一
緒に活動することで、地域の安全・安心を高め、地域福祉力の向上を図ること
を目指す。

高齢福祉課

一人暮らしの高齢者等のご自宅を定期的に訪問し、話し相手となって孤独感や
不安感を和らげ、合わせて安否の確認等を行う。

救急通報システム利用者が専用通報器により消防庁へ通報したときに、消防庁
からの要請により、鍵を開ける等の協力を行う。

障害福祉課

聴覚障害者及び音声・言語機能障害者から手話通訳者の派遣希望があったとき
に、手話通訳者（区登録済）として活動する。

アカデミー推進部

スポーツ振興課

区民に対し、スポーツの実技指導その他スポーツに関する指導・助言を行う。
地域におけるサークル・グループ等自主的組織を指導育成する。
行政機関や民間団体の開催するスポーツ行事・事業に関する企画及び運営協力
を行う。

生涯スポーツの普及及びコミュニティの育成を目的として、区内小中学校の体
育館等を地域に開放し、実施しているスポーツ交流ひろば事業において、実技
指導・事業管理運営等を行っている。

地域におけるスポーツ愛好者の団体やスポーツの振興を目的とするグループに
対し、スポーツの実技指導を行う。

子育て支援課

こどもからの申立て時や、児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待
発生時等における、相談内容の把握、権利侵害の事実確認及び関係施設等の調
査の実施

児童相談所が関わるこどもへの意見聴取及び意見表明の支援又は代弁

こどもの権利擁護調査員及びこどもの意見表明等支援員への助言または支援
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委員等の名称 根拠規程 人数担当部　担当課 活動内容

住環境課 景観アドバイザー 文京区景観づくり条例第二十七条 4

会計管理室 公金管理アドバイザー
文京区公金管理運用委員会設置要
綱

1

教育総務課 青少年委員
文京区教育委員会青少年委員に関
する規則

30

真砂中央図書館 ライブラリーパートナー
文京区立図書館ボランティア活動
実施要綱

個人87
団体 12

投票管理者・投票立会人 公職選挙法、同法施行令 182

明るい選挙推進委員 120

児童サービスとしておはなし会の実演や会場での誘導・整理、障害者サービス
として対面朗読、図書館資料の音訳・点訳、また、書架整理及び本の修理等を
行っている。

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

投票管理者は、選挙ごとに置かれ、その投票に関する事務を行う（２６投票所
×１人）。
投票立会人は、投票事務の執行について、公正に行われるように立ち会う（２
６投票所×６人）。

明るい選挙推進運動の一環として、選挙時の棄権防止や投票日の周知、経常時
の政治、選挙に関する意識の向上等の啓発を行っている。

都市計画部

景観まちづくり施策の一層の推進を図ることを目的に、景観形成に関する専門
的な助言を行う。

会計管理室

会計管理者が管理する公金の安全な管理及び効率的な運用を図ることを目的
に、必要な助言を行う。

教育推進部

学校支援を中心に、学校、ＰＴＡ，家庭、地域、行政のパイプ役として、ま
た、地域の青少年教育のトータルコーディネーターとして活動している。
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